
情報公開審査会における「捜査費内部調査文書に係る公文書一部

要）公開決定処分に対する審査請求事案」の答申について（概

平１８． ８．３０

１ 審査請求の内容

( ) 対象公文書1
警察本部が平成１６年１０月から３ヶ月間にわたり実施した捜査費内部調査に関する文書

( ) 請求に係る処分2
大分県警察本部長が行った公文書一部公開決定

非公開事由

情報公開条例第７条 第１号（個人情報）

第３号（公共の安全等情報）

第５号（事務事業情報）

( ) 請求の趣旨3
( )の処分を取り消すとの決定2

２ 争点

( ) 条例第７条第１号（個人情報）該当性1
ア 警部補以下の警察職員の氏名を非公開とするのは、非公開情報である個人情報から「公務員の職務情報」を除外してい

る趣旨に反し違法ではないか。

イ 退職者といえども、内部調査を受ける立場での情報は私的領域における行為とは認められず、公開が個人の権利利益を

害するおそれがあるとは認められないのではないか。

( ) 条例第７条第３号（公共の安全等情報）該当性2
捜査費の個別支出について、公開することが捜査活動に支障を及ぼすことの客観的理由が 具体的に説明されない限り

非公開は違法というべきではないか。

( ) 条例第７条第５号（事務事業情報）該当性3
この種の調査は、定期的な監査等とは異なり、問題が起きる度に異なる方法で行うのが確 実であり、その事務事業の

性質からすると、公開が将来の正確な事実の把握を困難にすると は考えにくいのではないか。

３ 情報公開審査会での答申概要

実施機関、審査請求人の双方からの意見聴取を行ったうえで、インカメラ審理を行い、以下のとおり答申を決定した。

( ) 結論1
別添「諮問第４５号： 捜査費内部調査文書」答申概要」記載のとおり「

( ) 理由2
ア 条例第７条第１号（個人情報）該当性

実施機関が非公開とした以下の部分は、いずれも個人識別情報に該当する。

① 退職者の氏名、役職、経歴及び勤務先の記載部分

② 警部補以下の警察職員の氏名が特定される記載部分

③ 協力者の氏名の記載部分

また、警部補以下の警察職員の氏名について、直接被疑者等と対峙して警察権限を執行する業務の特殊性から、報復等

の危害が及ぶおそれがあるという理由により非公開とするのは、合理的で許容される限度内のものである。

イ 条例第７条第３号（公共の安全等情報）該当性

実施機関が本号に該当するとして非公開とした部分について、以下のとおり判断した。

① 特定の捜査員が識別される記載部分

当該捜査員が捜査に携わっている事実が明らかとなり、捜査活動に支障を及ぼすおそ れがある。

② 捜査費の支払い金額、期間、件数の記載部分

捜査員の個別執行に係る金額、執行件数が明らかとなり、捜査活動に支障を及ぼすおそれがある。

③ 捜査費の個別執行の記載部分

一律に全体を非公開にすべきではなく、それぞれの記載内容を個別に吟味して捜査活動への支障の有無を判断した。

まず、捜査費の個別執行について回答した部分については、捜査活動を費用面から具体的に表すものであり捜査活動

に支障を及ぼすおそれがあると認められる。その一方で、捜査費の支出に関する一般的な手順や適正な執行状況につい

て回答した部分は、捜査活動に支障を及ぼすとは認められない。

ウ 条例第７条第５号（事務事業情報）該当性

実施機関が本号に該当するとして非公開とした部分について、以下のとおり判断した。

① 調査対象者の記載部分、あるいは調査対象者が推認される記載部分



一般的に、事実解明の調査を行う場合、調査対象者名やその回答内容の公表を前提とせず、任意の協力を得て実施し

たのであれば、その調査対象者名を公にした場合、将来同種の調査事務に支障を及ぼすと認められる。

② 調査確認者の記載部分

元々調査する立場にある者が当然の業務として捜査費の執行調査を行ったに過ぎず、非難に値するものでもなく、批

判に耐え得るものであり、公にしても支障を及ぼすおそれはないと認められる。

③ 調査対象者の回答内容の記載部分

調査対象者の回答内容を個別に吟味して事務事業活動への支障の有無を判断した。

まず、発言者固有の行為や意見、心情、評価等が記載されていれば、これを公にした場合、調査機関に対する不信が

生じ、将来同種の調査事務に支障を及ぼすおそれがあると認められる。その一方で、回答者の個人識別情報を非公開と

した上で、単に定型的で簡易な回答内容については、公にしたとしても、将来同種の調査事務に支障を及ぼすおそれが

あるとは認められない。

諮問第４５号： 捜査費内部調査文書」答申概要「

実施機関が非公開とした部分と非公開事由
審査会の判断

公 文 書 名 非公開事由適用条項 凡 ○：非公開事由該当性あり
非公開とした部分 （条例第７条関係） 例 ×：非公開事由該当性なし

※凡例参照

×① ３号
「２調査対象(3)調査対象者イ内訳」欄
（捜査費執行の捜査員に関する記載部分）

調査結果に関
する報告書

１

×② ５号
「５調査結果」の文中、調査対象者の回答内容の記
載部分

一部×
個人が識別されるもの １号 （退職者・警部補以下の部分のみ◯）

「場所」欄
① の一部 捜査員が推認されるもの ３号 ◯

調査対象者が推認されるもの ５号 ◯

退職者、警部補以下職員 １号 ◯

「被確認者」確認状況記録 ② 捜査員 ３号 ◯２
一覧表 欄

調査対象者 ５号 ◯

③ 「確認者」欄 ５号 ×

④ 「確認内容」欄 ３号 一部×

３号 ３号一部×、５号一部×
⑤ 「回答内容（骨子 」欄） （ 、 ）５号 ５号については 役職の部分のみ○

一部×
個人が識別されるもの １号 （退職者・警部補以下の部分のみ○）

「確認場所」
① 欄の一部 捜査員が推認されるもの ３号 ◯

調査対象者が推認されるもの ５号 ◯

退職者、警部補以下職員 １号 ◯

「対象者職・② 捜査員 ３号 ◯
氏名」欄

調査対象者 ５号 ◯

③ 「確認者職・氏名」欄 ５号 ×
３ 確認状況記録

１号一部×、３号○、５号○
氏名、役職、経歴等の記載部分 （１号については、退職者・警部補
(対象者の回答部分におけるものも含む）

以下の部分のみ○）

１号×、３号×、５号×
対象者の「警備第一課」在任に関す １号
る記載部分

「確認状況」④ ３号
欄の一部 確認者の質問とこれに付随する記載 ５号×

部分 ５号

３号○
捜査費の執行期間、件数、金額に関
する記載部分



対象者の回答に関する記載部分 ３号一部×、５号×

① すべての記載項目 ３号 ◯捜査員別国費
捜査費執行状

② 「捜査員名」欄 １号 ◯４ 況
（ 、警備第一課

③ 「協力者氏名」欄 １号 ◯Ｈ11 12年度． ）

① すべての記載項目 ３号 ◯
国費捜査費執
行状況 ② 「捜査員名」欄 １号 ◯５
（ 、警備第一課

． ）Ｈ11 12年度 ③ 「協力者氏名」欄 １号 ◯

※凡例 １号～個人識別情報、３号～公共の安全等情報、５号～事務事業情報

答 申 ３ ２ 号

（ 諮 問 第 ４ ５ 号 ）

答 申

第 １ 審 査 会 の 結 論

大 分 県 警 察 本 部 長 （ 以 下 「 実 施 機 関 」 と い う ） が 、 平 成 １ ７ 年 ４ 月 ２ ５ 日 付 け で 行 っ た 公 文。

書 一 部 公 開 決 定 に つ い て 、 別 表 の 「 公 開 す べ き 部 分 」 は 公 開 す べ き で あ る が 、 そ の 余 の 判 断 は 妥

当 で あ る 。

第 ２ 審 査 請 求 に 至 る 経 緯

１ 公 文 書 の 公 開 請 求

、 、 （ 。平 成 １ ７ 年 ４ 月 ２ ０ 日 審 査 請 求 人 は 大 分 県 情 報 公 開 条 例 平 成 １ ２ 年 大 分 県 条 例 第 ４ ７ 号

以 下 「 条 例 」 と い う ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 実 施 機 関 に 対 し 「 平 成 １ ６ 年 １ ０ 月 か ら。 、

３ ヶ 月 に わ た り 、 調 査 チ ー ム を 編 成 し て 実 施 し た 捜 査 費 等 の 会 計 処 理 等 に 関 す る 内 部 調 査 に か か

る 一 切 の 文 書 、 特 に 、 ① 調 査 を 実 施 す る に 至 っ た 経 緯 が 分 か る も の 、 ② 調 査 方 法 が 分 か る も の 、

、 、 、 、 、 、③ 調 査 計 画 が 分 か る も の ④ 調 査 日 時 場 所 対 象 者 調 査 を 行 っ た 者 立 会 人 等 が 分 か る も の

⑤ 調 査 の た め に 作 成 し た も の （ ア ン ケ ー ト 、 聴 取 し た 記 録 、 そ の 他 、 ⑥ 調 査 報 告 書 に つ い て 公）

文 書 の 公 開 請 求 を 行 っ た 。

２ 実 施 機 関 の 決 定

平 成 １ ７ 年 ４ 月 ２ ５ 日 、 実 施 機 関 は 、 本 件 公 開 請 求 に つ い て 、 公 開 決 定 、 一 部 公 開 決 定 及 び 非

公 開 決 定 を 行 い 、 こ の う ち 、 本 件 審 査 請 求 に 係 る 一 部 公 開 決 定 に つ い て は 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 、

（ 「 （ 、 ．第 ３ 号 及 び 第 ５ 号 第 ５ 号 に つ い て は ( )捜 査 員 別 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 警 備 第 一 課 Ｈ １ １4
１ ２ 年 度 、 ( )国 費 捜 査 費 執 行 状 況 （ 警 備 第 一 課 、 Ｈ １ １ ． １ ２ 年 度 ） を 除 く ） に 該 当 す る こ） 。5
と を 理 由 に 、 そ れ ぞ れ 次 の 部 分 を 公 開 し な い こ と と し た 。

( ) 調 査 結 果 に 関 す る 報 告 書1
「 ２ 調 査 対 象 ( )調 査 対 象 者 イ 内 訳 」 欄 の 一 部 「 ５ 調 査 結 果 」 欄 に お け る 調 査 対 象 者 の 回3 、

答 内 容 等 の 部 分

( ) 確 認 状 況 記 録 一 覧 表2
「 場 所 」 欄 の 一 部 「 被 確 認 者 「 確 認 者 「 確 認 内 容 」 及 び 「 回 答 内 容 （ 骨 子 」 の 各 欄、 」、 」、 ）

( ) 確 認 状 況 記 録3
「 確 認 場 所 」 欄 の 一 部 「 対 象 者 職 ・ 氏 名 「 確 認 者 職 ・ 氏 名 」 の 各 欄 及 び 「 確 認 状 況 」 欄、 」、

の 一 部

( ) 捜 査 員 別 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 （ 警 備 第 一 課 、 Ｈ １ １ ． １ ２ 年 度 ）4
「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」追 番 捜 査 員 名 交 付 月 日 交 付 金 額 執 行 月 日 執 行 金 額 執 行 種 別

及 び 「 協 力 者 氏 名 」 の 各 欄

( ) 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 （ 警 備 第 一 課 、 Ｈ １ １ ． １ ２ 年 度 ）5
「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、追 番 捜 査 員 名 交 付 月 日 交 付 金 額 執 行 月 日 執 行 金 額 執 行 種 別

協 力 者 氏 名 協 力 者 住 所 現 金 交 付 領 接 触 費 領 交 通 費 領 そ「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「 」、「



の 他 「 領 「 交 付 場 所 等 」 及 び 「 備 考 」 の 各 欄」、 」、

３ 審 査 請 求

平 成 １ ７ 年 ５ 月 １ ０ 日 、 審 査 請 求 人 は 、 上 記 の 一 部 公 開 決 定 の 取 り 消 し を 求 め て 、 行 政 不 服 審

査 法 （ 昭 和 ３ ７ 年 法 律 第 １ ６ ０ 号 ） 第 ５ 条 の 規 定 に よ り 、 大 分 県 公 安 委 員 会 に 対 し 審 査 請 求 を し

た 。

第 ３ 審 査 請 求 人 の 主 張 の 要 旨 等

１ 審 査 請 求 の 趣 旨

平 成 １ ７ 年 ４ 月 ２ ５ 日 付 け の 実 施 機 関 の 一 部 公 開 決 定 を 取 り 消 す と の 決 定 を 求 め る 。

２ 審 査 請 求 の 理 由

審 査 請 求 人 の 主 張 は 、 概 ね 次 の と お り で あ る 。

( ) 本 件 公 開 請 求 の 意 義 と 非 公 開 決 定 の 問 題 点1
審 査 請 求 人 は 、 大 分 県 警 に お け る 公 金 の 不 正 支 出 の 問 題 に 、 平 成 １ ２ 年 以 来 継 続 し て 取 り 組

み 、 具 体 的 な 内 部 告 発 等 に 基 づ い て 、 大 分 県 警 に 対 し て 、 監 査 委 員 に よ る 監 査 、 あ る い は 公 平

な 第 三 機 関 に よ る 調 査 を 実 施 す る よ う に 求 め て き た 。 し か し 、 大 分 県 警 は 、 内 部 調 査 を 実 施 し

た 上 で 、 平 成 １ ７ 年 ３ 月 １ ７ 日 の 大 分 県 議 会 予 算 特 別 委 員 会 に お い て 、 不 適 正 な 事 実 は 確 認 で

き な か っ た 旨 の 答 弁 を 行 っ た 。

こ の よ う な 経 緯 か ら 、 大 分 県 警 に よ る 内 部 調 査 が 適 正 に 行 わ れ た か 否 か を 確 認 す る た め に 本

件 公 開 請 求 を 行 っ た も の で あ り 、 そ の 目 的 は 極 め て 公 益 的 で 、 県 民 総 意 を 代 弁 す る 行 為 と い っ

て も 過 言 で は な い 。

大 分 県 警 と し て は 、 内 部 調 査 が 適 正 に 行 わ れ た と い う の で あ れ ば 、 そ の 調 査 の 具 体 的 内 容 に

つ い て 、 最 大 限 公 開 し 、 県 民 に 対 し て 自 ら の 調 査 の 適 正 性 を 証 明 す べ き で あ り 、 ま た そ れ が 可

能 で あ ろ う は ず の と こ ろ 、 今 回 の 公 開 決 定 に お い て は 、 調 査 実 施 要 領 が 全 部 公 開 さ れ た 以 外 、

具 体 的 な 調 査 対 象 や 調 査 内 容 は す べ て 黒 塗 り と な っ て お り 、 全 部 非 公 開 と 等 し い も の で あ る 。

本 件 の よ う な 重 要 な 意 義 を 持 つ 公 開 請 求 に 対 し て 、 こ の よ う な 不 誠 実 な 対 応 を す る こ と は 、 大

分 県 情 報 公 開 条 例 が 県 民 の 情 報 公 開 請 求 権 の 確 立 を 通 じ て 実 施 機 関 の 説 明 責 任 を 全 う し 、 県 民

の 理 解 と 信 頼 を 深 め る こ と を 目 的 と し て い る 趣 旨 を 理 解 せ ず 、 な い が し ろ に す る 行 為 で あ っ て

到 底 許 さ れ る こ と で は な い 。

ま た 、 本 件 審 査 請 求 後 の 平 成 １ ７ 年 ７ 月 ２ １ 日 、 当 法 人 に 対 し て 、 捜 査 費 の 実 態 と 内 部 調 査

が 極 め て 杜 撰 な 方 法 で 行 わ れ た と い う 内 部 告 発 の 電 話 が あ っ た 。 そ の 内 容 は 、 ま ず 、 捜 査 費 の

、 、多 く の 部 分 が 架 空 の も の で あ る と の こ と で あ り 支 出 先 の 記 載 に プ ラ イ バ シ ー は 存 在 し な い し

日 付 や 金 額 の 公 開 に よ っ て 犯 罪 捜 査 に 支 障 が 生 じ る と い う こ と は お よ そ 考 え ら れ な い と い う こ

と 、 さ ら に 、 今 回 の 内 部 調 査 に お い て は 支 出 先 の 確 認 や 支 出 の 必 要 性 に つ い て の 裏 付 け 調 査 が

行 わ れ て い な い と い う こ と で あ り 、 こ れ ら の こ と か ら 、 本 件 非 公 開 部 分 の 公 開 は 何 ら プ ラ イ バ

シ ー の 侵 害 や 今 後 の 捜 査 に 対 す る 支 障 の 問 題 を 生 じ な い と い え る 。

( ) 調 査 結 果 に 関 す る 報 告 書 、 確 認 状 況 記 録 一 覧 表 、 確 認 状 況 記 録 に つ い て2
ア 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 の 該 当 性 に つ い て

(ｱ) 調 査 実 施 要 領 に よ れ ば 、 調 査 者 は 警 察 職 員 で あ る が 、 調 査 対 象 者 に は 退 職 者 も 含 む と さ

れ て い る 。

(ｲ) 現 職 者 に つ い て は 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 ハ の 委 任 を 受 け て 、 実 施 機 関 が 警 部 補 相 当 職 以 下

の 警 察 職 員 の 職 ・ 氏 名 を 非 公 開 と す る こ と を 定 め て い る が 、 大 分 県 情 報 公 開 条 例 の 趣 旨 ・

構 造 か ら す れ ば 、 そ の 範 囲 を 必 要 以 上 に 拡 張 す る こ と は 許 さ れ ず 、 非 公 開 の 範 囲 が 広 き に

過 ぎ 、 違 法 と 言 わ な け れ ば な ら な い 。

(ｳ) 退 職 者 に つ い て は 、 一 般 の 私 人 と 同 じ 立 場 で あ る が 、 捜 査 費 の 支 出 に 関 し て 適 正 性 の 調

査 を う け る 立 場 で の 情 報 は 私 的 領 域 に お け る 行 為 と は 認 め ら れ ず 、 適 正 と の 判 断 結 果 か ら

し て も 、 公 開 が 個 人 の 権 利 利 益 を 害 す る お そ れ が あ る と は 認 め ら れ な い か ら 、 条 例 第 ７ 条

第 １ 号 本 文 に よ る 非 公 開 は 許 さ れ な い 。

(ｴ) ま た 、 監 査 請 求 等 に よ っ て 不 正 な 捜 査 費 を 県 に 返 還 さ せ る 前 段 階 と し て 行 わ れ た 情 報 公

開 で あ り 、 当 該 情 報 は 捜 査 費 の 不 正 取 得 か ら 県 の 財 産 を 守 る た め の 情 報 で あ る か ら 、 条 例

第 ７ 条 第 １ 号 ロ の 財 産 を 保 護 す る た め に 公 に す る こ と が 必 要 な 情 報 に 当 た る 。

(ｵ) さ ら に 、 協 力 者 の 氏 名 に つ い て は 大 半 が 架 空 の も の で あ り 、 具 体 的 個 人 と し て 識 別 で き

る 氏 名 で な い 限 り 、 個 別 の 氏 名 を 個 人 情 報 に 該 当 す る も の と 認 め る こ と は で き な い 。



イ 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 の 該 当 性 に つ い て

(ｱ) 実 施 機 関 は 、 公 に す る こ と に よ り 、 当 該 捜 査 員 の 捜 査 費 の 個 別 執 行 状 況 及 び 捜 査 の 動 向

等 が 明 ら か と な り 、 今 後 の 捜 査 に 支 障 を 及 ぼ す と と も に 犯 行 を 容 易 に す る な ど 、 公 共 の 安

全 と 秩 序 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と の 理 由 を 掲 げ る 。

し か し 、 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 は 「 公 に す る こ と に よ り 、 犯 罪 の 予 防 、 鎮 圧 又 は 捜 査 、 公、

訴 の 維 持 、 刑 の 執 行 そ の 他 の 公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 実 施

機 関 が 認 め る こ と に つ き 、 相 当 の 理 由 が あ る 情 報 」 と 規 定 し て い る の で あ り 、 単 に 抽 象 的

に 「 お そ れ が あ る 」 と い う だ け で は 足 り ず 「 お そ れ が あ る 」 と 認 め る こ と に 相 当 な 理 由、

が あ る 場 合 、 す な わ ち 「 お そ れ が あ る 」 こ と の 客 観 的 理 由 が 相 当 程 度 存 在 す る の で な け、

れ ば な ら な い と 解 さ れ る 。

、 、 、 、し た が っ て 旅 費 及 び 捜 査 費 の 個 別 の 支 出 に つ い て 公 開 が 犯 罪 の 予 防 鎮 圧 又 は 捜 査

公 訴 の 維 持 等 に 支 障 を 及 ぼ す こ と の 客 観 的 理 由 が 具 体 的 に 説 明 さ れ な い 限 り 、 非 公 開 は 違

法 と い う べ き で あ る 。

(ｲ) ま た 、 大 半 が 架 空 の 捜 査 費 の 記 載 を し て い る 可 能 性 が 高 い の で あ る か ら 、 そ こ か ら 何 ら

捜 査 手 法 も 将 来 の 捜 査 活 動 の 内 容 も 判 明 し な い と 見 る 方 が 妥 当 で あ る 。

ウ 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 の 該 当 性 に つ い て

(ｱ) 実 施 機 関 は 、 当 該 調 査 の 性 質 上 、 公 に す る と 対 象 者 か ら の 協 力 が 得 ら れ な く な る 、 調 査

者 に 批 判 や 誹 謗 中 傷 が 集 中 す る な ど 、 今 後 同 種 の 調 査 に 支 障 を 来 し 、 正 確 な 事 実 の 把 握 を

困 難 に す る お そ れ が あ る と す る 。

条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 イ は 「 監 査 、 検 査 、 取 締 り 又 は 試 験 に 係 る 事 務 に 関 し 、 正 確 な 事 実 の

把 握 を 困 難 に す る お そ れ 又 は 違 法 若 し く は 不 当 な 行 為 を 容 易 に し 、 若 し く は そ の 発 見 を 困

難 に す る お そ れ 」 と 規 定 、 本 文 で は 「 そ の 他 当 該 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 、 当 該 事 務 又 は、

事 業 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る も の 」 と 規 定 さ れ て お り 、 要 件 は 相 当 絞 ら

れ て い る 。 こ れ を 安 易 に 拡 大 解 釈 し て 非 公 開 範 囲 を 拡 大 す る こ と は 、 条 例 の 目 的 や 原 則 公

開 の 構 造 に 反 す る も の で あ る 。

(ｲ) 本 件 公 開 請 求 に 係 る 公 文 書 の 事 務 事 業 と は 「 大 分 県 警 内 部 に お け る 捜 査 費 の 支 出 の 適、

」 、 、正 性 の 内 部 調 査 と い う 事 業 で あ り こ の 種 内 部 調 査 は 定 期 的 な 監 査 や 検 査 等 と は 異 な り

問 題 が 起 き る 都 度 行 わ れ 、 調 査 方 法 も そ の 都 度 異 な る 手 法 で 行 う 方 が 確 実 と 言 え る 。 し た

が っ て 、 そ の 事 務 事 業 の 性 質 か ら す る と 、 公 開 が 将 来 の 正 確 な 事 実 の 把 握 、 真 相 の 発 見 を

困 難 に す る と い う こ と は 、 お よ そ 考 え ら れ な い と い う べ き で あ る 。

そ れ に も か か わ ら ず 、 安 易 に 監 査 や 検 査 の 場 合 と 同 様 の 論 理 を 掲 げ る だ け で 全 面 非 公 開

と い う べ き 決 定 を 正 当 化 し よ う と し て い る の で あ り 、 到 底 認 め ら れ な い 。

(ｳ) ま た 、 実 施 機 関 は 、 調 査 対 象 者 に 対 し て 調 査 結 果 に 不 満 を 持 つ 者 等 か ら の 誹 謗 中 傷 が 集

中 す る な ど と し て い る が 、 全 く 意 味 不 明 な 根 拠 の な い 主 張 で あ る 。 調 査 結 果 に 不 満 を 持 つ

者 は 、 調 査 内 容 を 確 認 し た う え で 、 調 査 者 に 対 し て 批 判 を す る の で あ り 、 調 査 対 象 者 に 対

し て 誹 謗 中 傷 す る な ど と い う よ う な こ と は あ り 得 な い 。

( ) 捜 査 員 別 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 、 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 に つ い て3
ア 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 の 該 当 性 に つ い て

(ｱ) 捜 査 協 力 者 の 氏 名 等 に つ い て は 、 公 金 を 支 給 さ れ て 犯 罪 捜 査 に 協 力 す る こ と は 、 私 的 領

域 に お け る 行 為 と は 認 め ら れ ず 、 犯 罪 捜 査 と い う 公 的 職 務 に 本 質 的 に 関 与 す る 行 為 で あ る

か ら 「 個 人 に 関 す る 情 報 」 と い う こ と は 許 さ れ な い 。 仮 に 、 支 払 先 の 個 人 名 を 個 人 情 報、

と 捉 え た と し て も 、 支 払 日 、 支 払 金 額 ま で 非 公 開 に す る こ と に は 全 く 理 由 が な い 。

(ｲ) 捜 査 員 の 氏 名 等 に つ い て は 、 ( )ア (ｲ)で 述 べ た と 同 様 で あ る 。2

イ 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 の 該 当 性 に つ い て

(ｱ) ( )イ で 述 べ た と 同 様 で あ り 、 実 施 機 関 に お い て 犯 罪 の 予 防 、 鎮 圧 又 は 捜 査 、 公 訴 の 維2
持 等 に 支 障 を 及 ぼ す こ と の 客 観 的 理 由 が 説 明 さ れ な い 限 り 、 非 公 開 は 違 法 と い う べ き で あ

る 。

警 察 職 員 が 行 っ た 捜 査 活 動 に お け る 諸 実 費 の 請 求 書 ・ 領 収 書 に つ い て は 、 一 般 的 ・ 抽 象

的 に 考 え て も 、 そ れ だ け で 犯 罪 捜 査 の 内 容 が 推 認 さ れ る よ う な こ と は 考 え ら れ な い の で あ

り 、 個 々 の 支 出 内 容 に よ っ て 将 来 の 捜 査 等 に 支 障 を 及 ぼ す こ と な ど は 全 く あ り 得 な い の で

あ る が 、 こ れ ら に つ い て ま で 抽 象 的 に 支 障 が あ る と 主 張 す る だ け で 非 公 開 が 許 さ れ る こ と

は 極 め て 不 当 で あ る 。



(ｲ ) 仮 に 部 外 の 協 力 者 の 氏 名 の 公 開 が 、 将 来 の 捜 査 等 に 支 障 を 生 じ る お そ れ が あ る と 客 観 的

に 認 め ら れ る 場 合 が 部 分 的 に あ り 得 る と し て も 、 支 払 日 、 支 払 金 額 、 支 払 目 的 ま で 全 部 非

、 。 、 、公 開 と す る こ と は 条 例 第 ８ 条 第 １ 項 に 反 し て 違 法 と い う べ き で あ る 支 払 日 支 払 金 額

支 払 目 的 だ け で は 、 個 々 の 支 払 の 具 体 的 捜 査 等 と の 関 係 は 明 ら か に な ら な い の で あ り 、 条

例 第 ７ 条 第 ３ 号 を 理 由 に 全 部 を 非 公 開 と す る 理 由 は な い 。

第 ４ 実 施 機 関 の 主 張 の 要 旨

実 施 機 関 の 説 明 は 、 概 ね 次 の と お り で あ る 。

１ 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 の 該 当 性 に つ い て

( ) 「 調 査 結 果 に 関 す る 報 告 書 「 確 認 状 況 記 録 一 覧 表 」 及 び 「 確 認 状 況 記 録 」 に は 、 調 査 対1 」、

象 者 の う ち 、 退 職 者 に つ い て は 職 及 び 氏 名 が 、 一 部 の 調 査 対 象 者 に つ い て は そ の 経 歴 等 が 記 載

さ れ て い る が 、 こ れ ら の 情 報 は 、 特 定 の 個 人 を 識 別 す る 情 報 で あ り 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 た だ し

書 、 イ 、 ロ 、 ハ 、 ニ 及 び ホ の い ず れ に も 該 当 せ ず 、 個 人 情 報 に 該 当 す る と 判 断 し た 。

( ) 「 確 認 状 況 記 録 一 覧 表 」 及 び 「 確 認 状 況 記 録 」 に は 、 調 査 対 象 者 で あ る 警 察 職 員 の 階 級 、 氏2
名 が 記 載 さ れ て い る が 、 警 部 以 上 の 階 級 に あ る 警 察 官 を も っ て 充 て る 職 及 び こ れ に 相 当 す る 職

に あ る 職 員 以 外 の も の の 氏 名 に つ い て は 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 ハ に 基 づ き 実 施 機 関 の 定 め る 規 則

（ 大 分 県 警 察 本 部 長 が 管 理 す る 公 文 書 の 公 開 等 に 関 す る 規 程 （ 平 成 １ ４ 年 大 分 県 警 察 本 部 告 示

第 １ 号 ） 第 ３ 条 に 定 め る 警 察 職 員 で あ る こ と か ら 、 個 人 情 報 に 該 当 す る と 判 断 し た 。）

( ) 「 捜 査 員 別 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 」 及 び 「 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 」 に は 、 協 力 者 及 び 捜 査 員 で あ3
る 警 察 職 員 の 氏 名 に 関 す る 情 報 が 記 載 さ れ て い る が 、 協 力 者 氏 名 に つ い て は 特 定 の 個 人 を 識 別

す る 情 報 で あ り 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 た だ し 書 イ 、 ロ 、 ハ 、 ニ 及 び ホ の い ず れ に も 該 当 せ ず 、 個

人 情 報 に 該 当 す る と 判 断 し た 。

ま た 、 警 部 以 上 の 階 級 に あ る 警 察 官 を も っ て 充 て る 職 及 び こ れ に 相 当 す る 職 に あ る 職 員 以 外

の も の の 氏 名 に つ い て は 、 上 記 ( )と 同 様 で あ る 。2

２ 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 の 該 当 性 に つ い て

( ) 「 調 査 結 果 に 関 す る 報 告 書 」 に は 、 捜 査 費 を 執 行 し た 特 定 の 捜 査 員 が 識 別 さ れ る 情 報 が 記 載1
さ れ て い る 。

こ れ ら の 情 報 が 公 に な る と 、 当 該 捜 査 等 の 状 況 が 判 明 す る こ と は も と よ り 、 こ の 捜 査 員 が 捜

査 等 に 携 わ っ て い る 事 実 や 捜 査 協 力 者 等 の 警 察 へ の 協 力 の 事 実 が 明 ら か に な る お そ れ が あ る と

と も に 、 捜 査 対 象 者 に お い て 捜 査 体 制 、 当 該 捜 査 員 が 担 当 す る 捜 査 等 の 動 向 の 推 察 が 可 能 と な

り 、 捜 査 手 法 や 将 来 に お け る 捜 査 活 動 及 び 情 報 収 集 活 動 に 対 す る 対 抗 措 置 が 講 じ ら れ る お そ れ

の ほ か 、 捜 査 員 や 捜 査 協 力 者 等 の 本 人 の み な ら ず 、 そ の 家 族 等 に も 危 害 が 及 ぶ お そ れ が あ る こ

と か ら 、 条 例 の 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 す る と 判 断 し た 。

( ) 「 確 認 状 況 記 録 一 覧 表 」 及 び 「 確 認 状 況 記 録 」 に は 、 捜 査 費 を 執 行 し た 捜 査 員 の 所 属 、 職 、2
氏 名 及 び 捜 査 費 支 払 金 額 、 期 間 、 件 数 が 記 載 さ れ て い る 。

こ れ ら の 情 報 は 、 当 該 所 属 に お け る 捜 査 活 動 及 び 情 報 収 集 活 動 を 反 映 し た も の で あ り 、 こ れ

ら を 公 に す る と 、 特 定 所 属 の 捜 査 員 の 個 別 執 行 に 係 る 金 額 、 執 行 件 数 が 明 ら か と な り 、 既 に 発

生 し た 犯 罪 や 犯 罪 が 伏 在 し て い る 可 能 性 の あ る 事 案 に 関 す る 報 道 等 や 捜 査 対 象 者 が 知 り 得 る 情

報 な ど と 比 較 ・ 分 析 す る こ と に よ り 、 捜 査 活 動 及 び 情 報 収 集 活 動 の 動 向 が 明 ら か に な る と と も

に 、 そ の 進 展 状 況 が 推 察 さ れ 、 捜 査 対 象 者 が 逃 亡 や 証 拠 隠 滅 等 の 対 抗 措 置 を 講 じ る お そ れ が あ

る こ と か ら 、 条 例 の 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 す る と 判 断 し た 。

( ) 「 捜 査 員 別 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 」 及 び 「 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 」 に は 、 捜 査 員 の 氏 名 、 交 付 年3
、 、 。月 日 執 行 金 額 執 行 種 別 及 び 協 力 者 氏 名 等 捜 査 費 の 個 別 執 行 に 関 す る 情 報 が 記 載 さ れ て い る

こ れ ら の 情 報 は 、 捜 査 活 動 及 び 情 報 収 集 活 動 の 状 況 を 費 用 面 か ら 具 体 的 に 表 す も の で あ り 、

一 つ の 執 行 に 関 す る 情 報 そ れ 自 体 が 捜 査 等 に 関 す る 情 報 で あ る ば か り で な く 、 こ れ を 捜 査 対 象

ご と に 一 連 の も の と し て 精 査 し た 場 合 、 捜 査 対 象 ご と の 捜 査 体 制 、 捜 査 方 針 、 捜 査 手 法 、 捜 査

の 進 展 状 況 と い っ た 各 種 捜 査 等 の 状 況 を 反 映 す る も の で あ る 。 よ っ て 、 こ れ ら を 公 に す る と 、

捜 査 活 動 お よ び 情 報 収 集 活 動 の 状 況 が 推 認 さ れ 、 捜 査 対 象 者 が 対 抗 措 置 を 講 じ た り 、 ま た 、 捜

、 、査 協 力 者 等 に 関 す る 情 報 が 明 ら か と な り 捜 査 協 力 者 等 の 身 辺 に 危 害 が 及 ぶ お そ れ が あ る ほ か

今 後 の 協 力 が 得 ら れ な く な る な ど 、 犯 罪 捜 査 等 公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 に 支 障 が 及 ぶ お そ れ が

あ る こ と か ら 、 条 例 の 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 す る と 判 断 し た 。

３ 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 の 該 当 性 に つ い て



｢調 査 結 果 に 関 す る 報 告 書 ｣ 「 確 認 状 況 記 録 一 覧 表 」 及 び 「 確 認 状 況 記 録 」 に は 、 調 査 対 象 者、

の 所 属 、 職 、 氏 名 、 調 査 場 所 、 回 答 状 況 及 び 調 査 確 認 者 の 所 属 、 職 、 氏 名 が 記 載 さ れ て い る 。 こ

れ ら の 情 報 は 、 今 回 の 調 査 に 係 る 調 査 対 象 者 及 び 調 査 確 認 者 等 を 特 定 す る と と も に 、 そ れ ぞ れ の

個 別 の 調 査 時 に お け る 具 体 的 な 回 答 内 容 を 表 す も の で あ る こ と か ら 、 い ず れ も 下 記 理 由 に よ り 条

例 の 事 務 事 業 情 報 に 該 当 す る と 判 断 し た 。

( ) 調 査 対 象 者 に 関 す る 情 報1
調 査 対 象 者 の 所 属 、 職 、 氏 名 、 調 査 場 所 及 び 個 別 具 体 的 な 回 答 内 容 を 公 に す る こ と に よ り 、

調 査 対 象 者 個 人 が 特 定 さ れ る ば か り か 、 調 査 対 象 者 に 対 し 、 部 内 外 を 問 わ ず 調 査 結 果 に 不 満 を

持 つ 者 等 か ら の 誹 謗 中 傷 が 集 中 す る こ と な ど か ら 、 今 後 同 種 の 調 査 に お い て 、 調 査 対 象 者 が 、

自 己 の 回 答 に よ り 、 自 己 若 し く は 家 族 へ の 危 害 等 を お そ れ 、 調 査 事 項 に 対 す る 回 答 を ち ゅ う ち

ょ し た り 、 あ る い は 事 実 と 相 違 し た 回 答 を す る と い っ た 事 態 に な る こ と も 考 え ら れ 、 支 障 を 来

す お そ れ が あ る 。

( ) 調 査 確 認 者 に 関 す る 情 報2
調 査 確 認 者 に 関 す る 情 報 が 公 に な る と 、 今 後 同 種 の 調 査 を す る 場 合 に 、 調 査 確 認 者 に 対 し 、

部 内 外 を 問 わ ず 調 査 結 果 に 不 満 を 持 つ 者 等 か ら の 誹 謗 中 傷 が 集 中 す る こ と な ど か ら 、 調 査 確 認

者 が 調 査 対 象 者 か ら 聴 取 し た 内 容 を 事 実 の と お り 報 告 す る こ と を ち ゅ う ち ょ す る と い っ た 事 態

に な る な ど 、 今 後 同 種 の 調 査 に 支 障 を 来 し 、 正 確 な 事 実 の 把 握 を 困 難 に す る お そ れ が あ る 。

第 ５ 審 査 会 の 判 断

１ 本 件 公 文 書 の 内 容 及 び 性 格 に つ い て

( ) 本 件 調 査 に つ い て1
大 分 県 警 察 は 、 平 成 １ ６ 年 ８ 月 に 外 部 か ら 、 捜 査 費 を 不 適 正 に 取 得 、 執 行 し て い る の で は な

い か と 指 摘 を 受 け 、 警 務 部 長 を 長 と す る ６ 人 体 制 の 調 査 チ ー ム を 編 成 し 調 査 実 施 要 領 を 定 め た

上 で 、 同 年 １ ０ 月 か ら 約 ３ ヶ 月 を か け て 警 察 本 部 警 備 部 警 備 第 一 課 に お け る 平 成 １ １ 年 度 、 同

１ ２ 年 度 の 捜 査 費 に 関 す る 証 拠 書 類 の 点 検 精 査 、 関 係 者 全 員 か ら の 聞 き 取 り 調 査 を 行 っ た 。 こ

れ ら 一 連 の 調 査 状 況 及 び 調 査 結 果 を 取 り ま と め た も の が 、 本 件 審 査 請 求 の 対 象 公 文 書 で あ る 。

、 、 、一 方 平 成 １ ７ 年 ３ 月 １ ７ 日 平 成 １ ７ 年 第 １ 回 大 分 県 議 会 定 例 会 予 算 特 別 委 員 会 に お い て

警 察 本 部 警 備 部 に 所 属 し て い た 幹 部 が 関 与 し た と さ れ る 捜 査 費 の 不 適 正 な 取 得 、 執 行 事 案 に 関

す る 質 問 を 受 け た 警 察 本 部 長 が 「 平 成 １ ６ 年 ８ 月 に 、 外 部 か ら 本 質 問 の 内 容 と 一 部 に お い て、

同 様 の 指 摘 が あ り 、 県 警 と し て は 、 調 査 チ ー ム を 編 成 し て 同 年 １ ０ 月 か ら ３ ヶ 月 間 を 要 し 調 査

を 行 っ た が 、 不 適 正 な 事 実 は 確 認 さ れ な か っ た 」 と 答 弁 し た 。。

( ) 「 調 査 結 果 に 関 す る 報 告 書 」2
本 件 公 文 書 は 、 調 査 チ ー ム の 責 任 者 で あ る 警 務 部 長 が 、 警 察 本 部 長 に 対 し 調 査 結 果 の 概 要 を

報 告 し た も の で あ る 。

本 件 公 文 書 に は 、 調 査 の 期 間 、 調 査 対 象 、 調 査 体 制 、 調 査 方 法 、 調 査 結 果 、 調 査 結 果 の 総 括

等 が 記 載 さ れ て い る 。

( ) 「 確 認 状 況 記 録 一 覧 表 」3
本 件 公 文 書 は 、 次 項 の 「 確 認 状 況 記 録 」 に 記 載 し た 各 々 の 調 査 対 象 者 か ら の 確 認 結 果 の 概 要

を 取 り ま と め た も の で あ る 。

本 件 公 文 書 に は 、 日 時 、 場 所 、 被 確 認 者 、 確 認 者 、 確 認 内 容 、 回 答 内 容 （ 骨 子 ） が 記 載 さ れ

て い る 。

( ) 「 確 認 状 況 記 録 」4
本 件 公 文 書 は 、 各 々 の 調 査 対 象 者 か ら の 確 認 結 果 の 概 要 を 記 載 し た も の で あ る 。

本 件 公 文 書 に は 、 確 認 日 時 、 確 認 場 所 、 対 象 者 職 ・ 氏 名 、 確 認 者 職 ・ 氏 名 、 確 認 状 況 が 記 載

さ れ て い る 。

( ) 「 捜 査 員 別 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 （ 警 備 第 一 課 、 Ｈ １ １ ． １ ２ 年 度 」5 ）

本 件 公 文 書 は 、 個 々 の 捜 査 員 に 係 る 捜 査 費 の 個 別 執 行 の 概 要 を 記 載 し た も の で あ る 。

本 件 公 文 書 に は 、 追 番 、 捜 査 員 名 、 交 付 月 日 、 交 付 金 額 、 執 行 月 日 、 執 行 金 額 、 執 行 種 別 、

協 力 者 氏 名 が 記 載 さ れ て い る 。

( ) 「 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 （ 警 備 第 一 課 、 Ｈ １ １ ． １ ２ 年 度 」6 ）

本 件 公 文 書 は 、 前 項 の 「 捜 査 員 別 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 」 と 同 様 に 、 個 々 の 捜 査 員 に 係 る 捜 査

費 の 個 別 執 行 の 概 要 を 記 載 し た も の で あ る 。

本 件 公 文 書 に は 、 追 番 、 捜 査 員 名 、 交 付 月 日 、 交 付 金 額 、 執 行 月 日 、 執 行 金 額 、 執 行 種 別 、



協 力 者 氏 名 、 協 力 者 住 所 、 現 金 交 付 、 接 触 費 、 交 通 費 、 交 付 場 所 等 が 記 載 さ れ て い る 。

２ 本 件 処 分 に 係 る 非 公 開 事 由 該 当 性 の 基 本 的 な 考 え 方

審 査 会 は 、 審 査 請 求 人 及 び 実 施 機 関 双 方 か ら 提 出 さ れ た 書 類 並 び に 双 方 の 意 見 陳 述 、 対 象 公 文

書 の 実 際 の 見 分 結 果 を 踏 ま え 、 審 査 請 求 に 係 る 内 容 に つ い て 審 議 し た 。 ま ず 、 本 件 処 分 を 審 査 す

る に 当 た り 、 非 公 開 事 由 ご と の 基 本 的 な 考 え 方 を 以 下 の と お り ま と め た 。

( ) 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 の 該 当 性 に つ い て1
本 号 は 、 個 人 の プ ラ イ バ シ ー を 最 大 限 に 保 護 す る た め 、 特 定 の 個 人 を 識 別 で き る 場 合 は も と

、 、 、よ り 他 の 情 報 と 組 み 合 わ せ る こ と に よ り 特 定 の 個 人 が 識 別 又 は 識 別 さ れ 得 る 場 合 も 含 め て

個 人 に 関 す る 情 報 は 原 則 と し て 公 開 し な い こ と を 定 め た も の で あ る 。 そ し て 、 本 号 た だ し 書 ハ

に よ り 、 公 務 員 の 職 務 遂 行 情 報 は 、 実 施 機 関 が 定 め る 警 察 職 員 の 氏 名 を 除 き 、 公 開 し な け れ ば

な ら な い こ と を 定 め て お り 、 こ れ を 受 け 実 施 機 関 は 、 警 部 補 以 下 の 警 察 職 員 の 氏 名 は 公 開 し な

い と 定 め て い る 。

本 件 対 象 文 書 に は 、 前 記 １ ( )か ら ( )に 掲 げ た 情 報 が 記 録 さ れ て お り 、 こ の う ち 実 施 機 関 が2 6
本 号 に 該 当 す る と し て 非 公 開 と し た 部 分 は 、

ア 退 職 者 の 氏 名 、 役 職 、 経 歴 及 び 勤 務 先 の 記 載 部 分

イ 警 部 補 以 下 の 警 察 職 員 の 氏 名 が 特 定 さ れ る 記 載 部 分

ウ 協 力 者 の 氏 名 の 記 載 部 分

で あ り 、 こ れ ら は 個 人 に 関 す る 情 報 で 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る 情 報 で あ る こ と が 認

め ら れ る 。

こ れ ら 情 報 は 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 た だ し 書 イ 、 ロ 、 ハ 、 ニ 、 及 び ホ の い ず れ に も 該 当 せ ず 、

同 号 の 規 定 す る 個 人 情 報 に 該 当 す る こ と か ら 、 こ の 部 分 を 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当

で あ る 。

ま た 、 条 例 の 委 任 を 受 け て 警 部 補 以 下 の 警 察 職 員 の 氏 名 を 非 公 開 と す る こ と の 適 法 性 に つ い

て は 、 犯 罪 現 場 や 取 締 現 場 に お い て 直 接 被 疑 者 等 と 対 峙 し 、 警 察 権 限 を 強 制 的 に 執 行 す る 業 務

の 特 殊 性 か ら 、 当 該 職 員 や そ の 家 族 に 対 す る 報 復 等 の 危 害 が 及 ぶ お そ れ が あ る こ と を 理 由 に 、

警 部 補 及 び 同 相 当 職 以 下 の 警 察 職 員 の 氏 名 を 非 公 開 と 定 め た こ と も 合 理 的 で 、 許 容 さ れ る 限 度

内 の も の で あ り 、 適 法 で あ る 。

( ) 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 の 該 当 性 に つ い て2
本 号 は 、 公 に す る こ と に よ り 、 犯 罪 の 予 防 、 鎮 圧 又 は 捜 査 、 公 訴 の 維 持 、 刑 の 執 行 そ の 他 の

公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 実 施 機 関 が 認 め る こ と に つ き 相 当 の 理

由 が あ る 情 報 （ 以 下 「 公 共 の 安 全 等 情 報 」 と い う ） は 公 開 し な い こ と を 定 め た も の で あ る 。。

そ し て 「 公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 」 に は 、 犯 罪 の 予 防 、 鎮 圧 又 は 捜 査 、 公 訴 の 維 持 、 刑 の 執、

行 の ほ か 、 犯 罪 の 予 防 ・ 捜 査 に 密 接 に 関 連 す る 破 壊 的 団 体 （ 無 差 別 大 量 殺 人 行 為 を 行 っ た 団 体

を 含 む ） の 規 制 、 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 、 つ き ま と い 等 の 規 制 を 含 み 、 テ ロ 等 に。

よ る 人 の 生 命 、 身 体 、 財 産 等 の 不 法 な 侵 害 や 、 特 定 の 建 造 物 又 は シ ス テ ム へ の 不 法 な 侵 入 ・ 破

壊 を 防 止 す る な ど の 警 察 活 動 も 含 ん で い る 。

ま た 「 実 施 機 関 が 認 め る こ と に つ き 相 当 の 理 由 が あ る 情 報 」 と は 、 こ れ ら 公 共 の 安 全 等 情、

報 の 公 開 ・ 非 公 開 の 判 断 に は 、 そ の 性 質 上 、 犯 罪 等 に 関 す る 将 来 予 測 と し て の 専 門 的 ・ 技 術 的

判 断 を 要 す る こ と か ら 、 実 施 機 関 の 第 一 次 的 な 判 断 を 尊 重 し 、 そ の 判 断 が 合 理 性 を 持 つ 判 断 と

し て 許 容 さ れ る 限 度 内 の も の で あ る か 否 か に つ い て 審 理 、 判 断 す る と の 趣 旨 で あ る 。

本 件 対 象 文 書 に 記 載 さ れ た 情 報 の う ち 、 実 施 機 関 が 本 号 に 該 当 す る と し て 非 公 開 と し た 部 分

は 、

ア 特 定 の 捜 査 員 が 識 別 さ れ る 記 載 部 分

イ 捜 査 費 の 支 払 い 金 額 、 期 間 、 件 数 の 記 載 部 分

ウ 捜 査 費 の 個 別 執 行 の 記 載 部 分

で あ る が 、 こ れ ら の 情 報 が 公 に な っ た 場 合 の 支 障 の 有 無 に つ い て 次 の と お り 判 断 し た 。

ア 特 定 の 捜 査 員 が 識 別 さ れ る 記 載 部 分

当 該 記 載 部 分 を 公 に し た 場 合 、 当 該 捜 査 員 が 捜 査 等 に 携 わ っ て い る 事 実 が 明 ら か に な る お

そ れ が あ る と と も に 、 捜 査 対 象 者 等 に お い て 、 当 該 捜 査 員 が 担 当 す る 捜 査 等 の 動 向 の 推 察 が

可 能 と な り 、 捜 査 手 法 や 将 来 に お け る 捜 査 活 動 等 に 対 す る 対 抗 措 置 が 講 じ ら れ る お そ れ の ほ

か 、 捜 査 員 本 人 の み な ら ず 、 そ の 家 族 に も 危 害 が 及 ぶ お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 。

イ 捜 査 費 の 支 払 い 金 額 、 期 間 、 件 数 の 記 載 部 分

当 該 記 載 部 分 を 公 に し た 場 合 、 捜 査 員 の 個 別 執 行 に 係 る 金 額 、 執 行 件 数 が 明 ら か と な り 、

過 去 に 発 生 し た 犯 罪 や 犯 罪 が 伏 在 し て い る 可 能 性 の あ る 事 案 に 関 す る 報 道 等 、 捜 査 対 象 者 が

知 り 得 る 情 報 と 比 較 ・ 分 析 す る こ と に よ り 、 捜 査 活 動 等 の 動 向 が 明 ら か に な る と と も に 、 そ



の 進 展 状 況 が 推 察 さ れ 捜 査 対 象 者 が 逃 亡 や 証 拠 隠 滅 等 の 対 抗 措 置 を 講 じ る お そ れ が あ る と 認

め ら れ る 。

ウ 捜 査 費 の 個 別 執 行 の 記 載 部 分

ま ず 、 今 回 の 実 施 機 関 の 行 っ た 処 分 決 定 に お い て は 、 捜 査 費 に 関 す る 捜 査 員 等 の 回 答 で あ

る こ と を 理 由 に 、 一 律 に 全 体 を 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 す る と し て 非 公 開 と し て い る 傾 向 が

窺 わ れ る 。 し か し 、 実 施 機 関 が 行 う 公 開 の 可 否 の 判 断 に お い て は 、 犯 罪 捜 査 に 関 す る 情 報 で

あ っ て も 、 捜 査 員 等 の 回 答 内 容 を 個 別 に 吟 味 し 、 捜 査 へ の 支 障 の 有 無 を 的 確 に 検 証 す る こ と

に よ り 非 公 開 事 由 該 当 性 を 判 断 す べ き で あ る 。

① こ の 考 え 方 を 前 提 に 捜 査 員 等 の 回 答 内 容 を み る と 、 捜 査 費 の 個 別 執 行 に つ い て 回 答 し た

部 分 は 、 捜 査 活 動 等 の 状 況 を 費 用 面 か ら 具 体 的 に 表 す も の で あ る こ と か ら 、 こ れ ら を 公 に

し た 場 合 、 捜 査 活 動 等 の 状 況 が 推 認 さ れ 、 捜 査 対 象 者 が 対 抗 措 置 を 講 じ た り 、 ま た 、 捜 査

協 力 者 等 に 関 す る 情 報 が 明 ら か と な り 、 捜 査 協 力 者 等 の 身 辺 に 危 害 が 及 ぶ お そ れ が あ る ほ

か 、 今 後 の 協 力 が 得 ら れ な く な る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 。

② 一 方 で 、 捜 査 費 の 支 出 に 関 す る 一 般 的 な 手 順 や 捜 査 費 の 執 行 状 況 が 適 正 に 行 わ れ た こ と

に つ い て 回 答 し た 部 分 は 、 当 然 行 う こ と が 想 定 さ れ る 職 務 行 為 に 関 す る 内 容 で あ る こ と か

ら 、 こ れ を 公 に し た と し て も 今 後 の 捜 査 活 動 に 支 障 を 及 ぼ す と は 認 め ら れ な い 。

( ) 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 の 該 当 性 に つ い て3
本 号 は 、 公 に す る こ と に よ り 、 事 務 事 業 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら

れ る 情 報 に つ い て は 非 公 開 と す る こ と を 定 め た も の で あ る 。 そ し て 、 例 示 的 に 同 号 イ か ら ホ ま

で に 監 査 、 検 査 、 取 締 り 等 に 係 る 事 務 事 業 を 掲 げ 、 同 種 の も の が 反 復 さ れ る よ う な 性 質 の 事 務

事 業 で あ っ て 、 あ る 個 別 の 事 務 事 業 に 関 す る 情 報 を 公 開 す る と 、 将 来 の 同 種 の 事 務 事 業 の 適 正

な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る も の な ど を 非 公 開 と す る こ と を 規 定 し て い る 。

本 件 対 象 文 書 に 記 載 さ れ た 情 報 の う ち 、 実 施 機 関 が 本 号 に 該 当 す る と し て 非 公 開 と し た 部 分

は 、

ア 調 査 対 象 者 の 記 載 部 分 、 あ る い は 調 査 対 象 者 が 推 認 さ れ る 記 載 部 分

イ 調 査 確 認 者 の 記 載 部 分

ウ 調 査 対 象 者 の 回 答 内 容 の 記 載 部 分

で あ る が 、 こ れ ら の 情 報 が 公 に な っ た 場 合 の 支 障 の 有 無 に つ い て 次 の と お り 判 断 し た 。

ア 調 査 対 象 者 の 記 載 部 分 、 あ る い は 調 査 対 象 者 が 推 認 さ れ る 記 載 部 分

実 施 機 関 は 、 本 件 対 象 文 書 の 発 生 原 因 た る 調 査 は 、 様 々 な 制 約 の 下 で 、 正 確 な 事 実 を 確 認

す る と の 目 的 で 実 施 さ れ た も の で あ り 、 調 査 対 象 者 に 関 す る 情 報 は 調 査 の 性 質 上 極 め て 重 要

で あ る と し て い る 。

一 般 的 に 、 何 ら か の 問 題 が 生 じ 事 実 関 係 を 解 明 す る た め 関 係 者 に 対 し て 調 査 を 行 う 場 合 、

個 々 の 調 査 対 象 者 名 や そ の 回 答 内 容 の 対 外 的 な 公 表 を 前 提 と せ ず 、 対 象 者 の 任 意 の 協 力 を 得

て 実 施 し た も の で あ れ ば 、 仮 に 調 査 対 象 者 が 識 別 で き る 情 報 を 公 に し た 場 合 、 今 後 の 同 種 の

、 、調 査 へ の 協 力 を ち ゅ う ち ょ し た り 虚 偽 な い し 極 め て 抽 象 的 な 回 答 を 行 う な ど の 影 響 が 出 て

調 査 事 務 の 性 質 上 、 当 該 事 務 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 。

イ 調 査 確 認 者 の 記 載 部 分

実 施 機 関 は 、 今 後 同 種 の 調 査 を 行 う 場 合 、 調 査 確 認 者 に 対 し 、 部 内 外 を 問 わ ず 調 査 結 果 に

不 満 を 持 つ 者 等 か ら の 誹 謗 中 傷 が 集 中 す る こ と な ど か ら 、 調 査 確 認 者 が 調 査 対 象 者 か ら 聴 取

し た 内 容 を 事 実 の と お り 報 告 す る こ と を ち ゅ う ち ょ す る と い っ た 事 態 に な る な ど 、 今 後 同 種

の 調 査 に 支 障 を 及 ぼ し 、 正 確 な 事 実 の 把 握 を 困 難 に す る お そ れ が あ る と し て い る 。

し か し な が ら 、 確 認 者 に つ い て は 、 元 々 調 査 す る 立 場 に あ る 者 が 当 然 の 業 務 と し て 捜 査 費

、 、の 執 行 に 関 す る 調 査 を 行 っ た に 過 ぎ ず 本 来 の 職 務 の 一 環 と し て 適 正 に 行 っ た 調 査 で あ れ ば

非 難 に 値 す る も の で も な く 、 批 判 に 耐 え 得 る も の で あ る と 判 断 さ れ 、 公 に な っ た と し て も 支

障 を 及 ぼ す お そ れ は な い と 認 め ら れ る 。

ウ 調 査 対 象 者 の 回 答 内 容 の 記 載 部 分

前 記 ア と 同 様 に 、 一 般 的 に 対 象 者 の 任 意 の 協 力 を 得 て 実 施 す る こ の 種 の 調 査 に お い て 、 仮

、 、に 回 答 内 容 を そ の ま ま の 形 で 公 に し た 場 合 今 後 の 同 種 の 調 査 へ の 協 力 を ち ゅ う ち ょ し た り

虚 偽 な い し 極 め て 抽 象 的 な 回 答 を 行 う な ど の 影 響 が 出 て 、 調 査 事 務 の 性 質 上 、 当 該 事 務 の 適

正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 。 そ こ で 、 回 答 と し て 記 載 さ れ て い る 内

容 を 個 々 具 体 的 に 見 分 し て 、 次 の よ う に 、 公 に さ れ た 場 合 の 事 務 事 業 へ の 支 障 の 有 無 を 判 断



す る こ と と な る 。

① 調 査 対 象 者 の 回 答 内 容 に お い て 、 発 言 者 固 有 の 行 為 や 意 見 、 心 情 、 評 価 等 が 記 載 さ れ て

い れ ば 、 こ れ を 公 に し た 場 合 に は 調 査 機 関 に 対 す る 不 信 が 生 じ 、 将 来 同 種 の 調 査 に 支 障 を

及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 。

② 一 方 で 、 回 答 者 の 氏 名 等 個 人 識 別 情 報 を 非 公 開 と し た 上 で 、 単 に 定 型 的 で 簡 易 な 回 答 内

容 に つ い て は 、 こ れ を 公 に し た と し て も 、 将 来 同 種 の 調 査 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ は な い と

認 め ら れ る 。

３ 本 件 処 分 に 係 る 非 公 開 事 由 該 当 性 の 個 別 の 判 断

前 記 ２ 「 本 件 処 分 に 係 る 非 公 開 事 由 該 当 性 の 基 本 的 な 考 え 方 」 を 踏 ま え 、 審 査 の 対 象 と な っ た

公 文 書 ご と に 、 非 公 開 事 由 該 当 性 に つ い て 、 以 下 の と お り 個 別 に 検 討 す る 。

( ) 「 調 査 結 果 に 関 す る 報 告 書 」 に つ い て1
本 件 公 文 書 に お い て 、 実 施 機 関 が 非 公 開 と し た 部 分 は 、 別 表 の 「 非 公 開 と し た 部 分 」 の 示 す

と お り で あ る が 、 以 下 、 そ れ ぞ れ の 非 公 開 部 分 ご と に 検 討 す る 。

ア 「 ２ 調 査 対 象 ( )調 査 対 象 者 イ 内 訳 」 欄 （ 捜 査 費 執 行 の 捜 査 員 に 関 す る 記 載 部 分 ）3
実 施 機 関 に よ る と 、 当 該 部 分 は 、 特 定 の 捜 査 員 が 識 別 さ れ る 情 報 が 記 載 さ れ て お り 、 公 に

す る こ と に よ り 、 こ の 捜 査 員 が 捜 査 等 に 携 わ っ て い る 事 実 や 捜 査 協 力 者 等 の 警 察 へ の 協 力 の

事 実 が 明 ら か に な る お そ れ が あ る と と も に 、 捜 査 対 象 者 に お い て 捜 査 体 制 、 当 該 捜 査 員 が 担

当 す る 捜 査 等 の 動 向 の 推 察 が 可 能 と な り 、 捜 査 手 法 や 将 来 に お け る 捜 査 活 動 等 に 対 す る 対 抗

措 置 が 講 じ ら れ る お そ れ の ほ か 、 捜 査 員 や 捜 査 協 力 者 等 の 本 人 の み な ら ず 、 そ の 家 族 に も 危

、 。害 が 及 ぶ お そ れ が あ り 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 に 定 め る 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 す る と し て い る

審 査 会 に お い て 、 当 該 記 載 部 分 を 見 分 し た と こ ろ 、 確 か に 特 定 の 個 人 が 識 別 さ れ る 職 名 の

警 察 官 （ 当 該 職 名 の 職 員 は １ 人 し か い な い た め 、 特 定 で き 得 る ） に 関 す る 捜 査 費 執 行 の 情。

報 が 記 載 さ れ て い る が 、 当 該 記 載 内 容 か ら は 特 定 の 警 察 官 が 捜 査 費 を 執 行 し た 事 実 が 明 ら か

、 、 。に な る に 過 ぎ ず 特 定 の 捜 査 へ の 関 与 や 捜 査 内 容 捜 査 手 法 等 が 明 ら か に な る も の で は な い

さ ら に 、 警 察 官 と し て 捜 査 費 を 執 行 し て 捜 査 活 動 に 携 わ る の は 当 然 の 職 務 行 為 で あ り 、 当

該 職 員 が 捜 査 費 を 執 行 し た と い う 情 報 が 公 に な る こ と に よ っ て 実 施 機 関 の 説 明 す る よ う な 支

障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と は 認 め 難 い 。 し た が っ て 、 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 に 定 め る 公 共 の 安 全

情 報 に は 該 当 し な い と 判 断 さ れ る こ と か ら 公 開 す べ き で あ る 。

イ 「 ５ 調 査 結 果 」 の 文 中 、 調 査 対 象 者 の 回 答 内 容 等 の 記 載 部 分

実 施 機 関 に よ る と 、 当 該 部 分 は 、 調 査 対 象 者 の 回 答 内 容 等 に 関 す る 情 報 で あ り 、 公 に す る

こ と に よ り 調 査 対 象 者 が 特 定 さ れ る だ け で は な く 、 調 査 対 象 者 に 対 し 、 部 内 外 を 問 わ ず 調 査

結 果 に 不 満 を 持 つ 者 等 か ら の 誹 謗 中 傷 が 集 中 す る こ と な ど か ら 、 今 後 同 種 の 調 査 に お い て 、

調 査 対 象 者 が 自 己 の 回 答 に よ り 、 自 己 若 し く は 家 族 へ の 危 害 等 を お そ れ 、 調 査 事 項 に 対 す る

回 答 を ち ゅ う ち ょ し た り 、 あ る い は 事 実 と 相 違 し た 回 答 を す る と い っ た 事 態 に な る こ と も 考

え ら れ る こ と 、 さ ら に 、 本 件 公 文 書 の 発 生 原 因 た る 調 査 は 、 様 々 な 制 約 の 下 で 、 正 確 な 事 実

を 確 認 す る と の 目 的 で 実 施 さ れ た も の で あ り 、 調 査 対 象 者 及 び 調 査 確 認 者 に 関 す る 情 報 は 、

調 査 の 性 質 上 極 め て 重 要 で あ る こ と か ら 、 こ れ を 公 に す る こ と に よ り 今 後 同 種 の 調 査 に 支 障

を 及 ぼ す お そ れ が あ り 、 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 に 定 め る 事 務 事 業 情 報 に 該 当 す る と し て い る 。

審 査 会 に お い て は 「 ５ 調 査 結 果 」 が 「 ( )捜 査 費 の 執 行 を 管 理 す る 立 場 に あ っ た 関 係 者、 1
か ら の 聞 き 取 り 結 果 」 と 「 ( )捜 査 費 を 執 行 し た 捜 査 員 か ら の 聞 き 取 り 結 果 」 と の 、 い わ ゆ2
る 管 理 者 側 と 捜 査 員 側 と の 二 つ の 立 場 に 分 け て 記 載 さ れ て い る こ と か ら 、 そ れ ぞ れ 個 別 に 検

討 す る こ と と し た 。

(ｱ) 「 ( )捜 査 費 の 執 行 を 管 理 す る 立 場 に あ っ た 関 係 者 か ら の 聞 き 取 り 結 果 」 に お け る 回 答1
内 容 の 記 載 部 分

一 般 的 に 、 何 ら か の 問 題 が 生 じ 事 実 関 係 を 解 明 す る た め 関 係 者 に 対 し て 調 査 を 行 う 場

合 、 法 令 等 に 基 づ く 調 査 で は な く 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 イ に は 該 当 し な い が 、 個 々 の 回 答 内

容 の 対 外 的 な 公 表 を 前 提 と せ ず 、 対 象 者 の 任 意 の 協 力 を 得 て 実 施 し た も の で あ れ ば 、 仮

に 回 答 書 を そ の ま ま の 形 で 公 に し た 場 合 、 今 後 の 同 種 の 調 査 へ の 協 力 を ち ゅ う ち ょ し た

り 、 虚 偽 な い し 極 め て 抽 象 的 な 回 答 を 行 う な ど の 影 響 が 出 て 、 調 査 事 務 の 性 質 上 、 当 該

事 務 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が 生 じ る こ と は 考 え ら れ る 。

本 件 事 案 に つ い て 検 討 す る 。

ま ず 、 実 施 機 関 に よ れ ば 、 本 件 調 査 に 際 し 、 調 査 対 象 者 に 対 し て 個 別 の 回 答 内 容 は 公

に し な い と の 趣 旨 を 口 頭 で 伝 え た と の こ と で あ る が 、 一 般 的 に こ の 種 の 調 査 に 際 し 、 対

外 的 な 公 表 の 有 無 に 関 す る 約 束 は 尊 重 さ れ る べ き も の で あ る と 解 す る 。



次 に 、 こ の 種 の 調 査 結 果 に 関 す る 公 文 書 の 公 開 決 定 に 当 た っ て は 、 通 常 の 場 合 、 調 査

対 象 者 の 氏 名 等 の 個 人 識 別 部 分 を 非 公 開 と す る こ と に よ り 、 聞 き 取 り 結 果 の 記 載 部 分 を

公 に し た と し て も 発 言 者 の 特 定 が で き な い こ と か ら 、 職 員 が 事 後 の 同 種 の 調 査 に 協 力 し

な く な る と い う こ と は 考 え 難 い 。

し か し な が ら 、 本 件 事 案 に お い て は 、 既 に 、 当 初 実 施 機 関 が 行 っ た 一 部 公 開 決 定 に お

い て 管 理 職 の 職 名 を 公 に し て い る こ と か ら 、 職 員 録 等 に よ り 当 該 個 人 を 特 定 す る こ と は

可 能 で あ り 、 仮 に そ の 回 答 内 容 を 公 に し た 場 合 、 本 件 調 査 に お け る 特 定 の 個 人 の 回 答 内

容 が 明 ら か と な る こ と に 繋 が る 。 こ の た め 、 氏 名 等 の 個 人 識 別 部 分 が 明 ら か で あ る と い

う 前 提 の 下 で は 、 調 査 へ の 支 障 の 有 無 に つ い て 判 断 が 分 か れ 、 改 め て 本 件 事 案 に つ い て

検 討 を 加 え る 。

審 査 会 に お い て 、 聞 き 取 り 結 果 を 記 載 し た 部 分 を 見 分 し た と こ ろ 、 そ の 内 容 は

① い ず れ も 捜 査 費 の 執 行 を 管 理 す る 立 場 に あ る 者 、 い わ ゆ る 管 理 職 で あ れ ば 当 然 行

う こ と が 想 定 さ れ る 職 務 行 為 に 関 す る 一 般 的 な 記 載 で あ り 、 発 言 者 固 有 の 行 為 や 意

見 、 心 情 、 評 価 等 の 内 容 は 記 載 さ れ て い な い

② そ の 内 容 も 、 必 要 な 「 報 告 を 受 け た 」 あ る い は 「 報 告 し た 、 適 正 に 「 執 行 し。 。」

た 」 な ど と 要 約 さ れ て い る。

③ 警 察 本 部 長 が 議 会 答 弁 し た 「 不 適 正 な 事 実 は 確 認 さ れ な か っ た 」 と の 内 容 と も 差 異

が な い

も の で あ る 。

以 上 の こ と か ら 、 回 答 内 容 を 公 に す る こ と に よ り 、 本 調 査 に お け る 特 定 の 個 人 の 回 答

内 容 が 明 ら か と な る が 、 当 該 回 答 部 分 は 適 正 に 職 務 を 遂 行 し た こ と を 裏 付 け る 内 容 で あ

り 回 答 者 の 職 員 と し て の 立 場 を 害 す る 内 容 で あ る と は 言 い 難 い 。 さ ら に 、 管 理 職 と し て

は 、 捜 査 費 の 執 行 を 管 理 す る 立 場 に あ り 担 当 部 署 を 代 表 し て 説 明 責 任 を 果 た す べ き と 考

え ら れ 、 こ れ ら を 総 合 的 に 勘 案 す る と 、 こ れ が 公 に な っ た か ら と い っ て 、 今 後 同 種 の 調

査 に 支 障 を 及 ぼ す こ と に な る と は 考 え に く い 。

し た が っ て 、 当 該 回 答 内 容 部 分 は 、 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 に 定 め る 事 務 事 業 情 報 に は 該 当

し な い と 判 断 さ れ る こ と か ら 公 開 す べ き で あ る 。

(ｲ) 「 ( )捜 査 費 を 執 行 し た 捜 査 員 か ら の 聞 き 取 り 結 果 」 に お け る 回 答 内 容 等 の 記 載 部 分2
審 査 会 に お い て 、 当 該 部 分 を 見 分 し た と こ ろ 、 捜 査 費 を 執 行 し た ２ ３ 人 の 捜 査 員 の 回

答 内 容 等 を 要 約 し た も の で 、 特 定 の 個 々 人 の 捜 査 員 の 発 言 内 容 が 判 別 さ れ る も の で は な

く 、 表 現 方 法 ・ 内 容 も 抽 象 的 で あ り 、 発 言 者 固 有 の 行 為 や 意 見 、 心 情 、 評 価 等 の 内 容 は

一 切 記 載 さ れ て い な い 。 ま た 、 警 察 本 部 長 が 大 分 県 議 会 に お い て 答 弁 し た 内 容 と も 差 異

が な く 、 こ れ を 公 に し た か ら と い っ て 実 施 機 関 が 説 明 す る よ う な 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が

あ る と は 認 め 難 い 。 し た が っ て 、 当 該 回 答 内 容 部 分 は 、 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 に 定 め る 事 務

事 業 情 報 に は 該 当 し な い と 判 断 さ れ る こ と か ら 公 開 す べ き で あ る 。

( ) 「 確 認 状 況 記 録 一 覧 表 」 に つ い て2
本 件 公 文 書 に お い て 、 実 施 機 関 が 非 公 開 と し た 部 分 は 、 別 表 の 「 非 公 開 と し た 部 分 」 の 示 す

と お り で あ る が 、 以 下 、 そ れ ぞ れ の 非 公 開 部 分 ご と に 検 討 す る 。

ア 「 場 所 」 欄 の 一 部

① 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 該 当 性

「 場 所 」 欄 に は 調 査 対 象 者 か ら 聞 き 取 り を 行 っ た 場 所 が 記 載 さ れ て い る が 、 同 時 に こ れ

は 調 査 対 象 者 の 調 査 時 点 の 勤 務 先 、 勤 務 部 署 に 関 す る 情 報 と な っ て い る 。 こ の う ち 、 退 職

者 の 勤 務 先 に 関 す る 情 報 が 記 載 さ れ て い る 部 分 に つ い て は 、 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が

で き る 情 報 で あ る 。

ま た 、 現 職 の 警 察 職 員 の う ち 、 警 備 第 一 課 か ら 当 該 部 署 へ 異 動 し た 職 員 は 、 異 動 情 報 が

掲 載 さ れ た 新 聞 記 事 等 か ら そ の 氏 名 が 特 定 可 能 で あ る 。

し た が っ て 、 退 職 者 の 勤 務 先 及 び 警 部 補 以 下 の 警 察 職 員 の 勤 務 部 署 に 関 す る 情 報 が 記 載

さ れ て い る 部 分 に つ い て は 、 特 定 の 個 人 を 識 別 す る こ と が で き る 情 報 で 、 条 例 第 ７ 条 第 １

号 た だ し 書 ハ の 公 務 員 職 務 遂 行 情 報 に は 該 当 し な い も の で あ り 、 そ の 他 同 号 た だ し 書 の い

ず れ に も 該 当 し な い こ と か ら 、 同 号 に 定 め る 個 人 情 報 に 該 当 す る 。

② 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 該 当 性

前 記 ① 記 載 の と お り 「 場 所 」 欄 は 調 査 対 象 者 の 調 査 時 点 の 勤 務 先 、 勤 務 部 署 に 関 す る、

情 報 で あ り 、 こ れ を 公 に す る こ と に よ り 、 警 備 第 一 課 か ら 当 該 部 署 等 へ 異 動 し た 職 員 は 、

異 動 情 報 が 掲 載 さ れ た 新 聞 記 事 等 か ら 特 定 可 能 で 、 当 該 捜 査 費 を 執 行 し た 捜 査 員 が 識 別 さ

れ 、 当 該 捜 査 員 が 捜 査 活 動 等 に 携 わ っ て い る 事 実 や 捜 査 協 力 者 等 の 警 察 へ の 協 力 の 事 実 が

明 ら か に な る お そ れ が あ る 。 ま た 、 捜 査 対 象 者 に お い て 捜 査 体 制 、 当 該 捜 査 員 が 担 当 す る



捜 査 等 の 動 向 の 推 察 が 可 能 と な り 、 捜 査 手 法 や 将 来 に お け る 捜 査 活 動 等 に 対 す る 対 抗 措 置

が 講 じ ら れ る お そ れ の ほ か 、 捜 査 員 や 捜 査 協 力 者 等 の 本 人 の み な ら ず 、 そ の 家 族 に も 危 害

が 及 ぶ お そ れ が あ る と 認 め ら れ る こ と か ら 、 同 号 に 定 め る 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 す る 。

③ 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 該 当 性

前 記 ① の と お り 「 場 所 」 欄 の 一 部 に は 、 警 備 第 一 課 か ら 異 動 し た 職 員 の 現 在 の 勤 務 部、

署 、 あ る い は 退 職 者 の 勤 務 先 に 関 す る 情 報 が あ り 、 こ れ ら に よ り 調 査 対 象 者 を 識 別 す る こ

と が 可 能 で あ る 。 こ れ ら を 公 に し た 場 合 、 前 記 ２ 、 ( )、 ア の と お り 、 今 後 、 同 種 の 調 査3
が 必 要 と な っ た 場 合 に 正 確 な 事 実 の 把 握 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る こ と か

ら 同 号 に 定 め る 事 務 事 業 情 報 に 該 当 す る 。

以 上 の こ と か ら 「 場 所 」 欄 の 一 部 を 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当 で あ る 。、

イ 「 被 確 認 者 」 欄

「 被 確 認 者 」 欄 の う ち 、 退 職 者 の 氏 名 ・ 勤 務 先 、 警 部 補 以 下 の 警 察 職 員 の 氏 名 の 部 分 に つ

い て は 、 前 記 ２ ( )の と お り 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 に 定 め る 個 人 情 報 に 該 当 す る 。1
ま た 、 同 欄 に は 、 調 査 対 象 者 で あ る 捜 査 員 等 の 調 査 時 点 の 所 属 、 氏 名 、 役 職 名 が 記 載 さ れ

て い る が 、 こ れ は 特 定 の 捜 査 員 が 識 別 さ れ る 情 報 で あ る の で 、 前 記 ２ 、 ( )、 ア の と お り 、2
条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 に 定 め る 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 す る 。

さ ら に 、 同 欄 は 調 査 対 象 者 が 識 別 で き る 情 報 で あ る の で 、 前 記 ２ 、 ( )、 ア の と お り 、 条3
例 第 ７ 条 第 ５ 号 に 定 め る 事 務 事 業 情 報 に 該 当 す る 。

以 上 の こ と か ら 「 被 確 認 者 」 欄 に 記 載 さ れ て い る 情 報 を 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は、

妥 当 で あ る 。

ウ 「 確 認 者 」 欄

「 確 認 者 」 欄 に は 、 調 査 を 行 っ た 職 員 の 所 属 、 職 名 が 記 載 さ れ て い る が 、 前 記 ２ 、 ( )、3
イ の と お り 、 公 に な っ た と し て も 支 障 を 及 ぼ す お そ れ は な い と 認 め ら れ 、 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号

に 定 め る 事 務 事 業 情 報 に 該 当 し な い 。

し た が っ て 「 確 認 者 」 欄 に 記 載 さ れ て い る 情 報 は す べ て 公 開 す べ き で あ っ て 、 別 表 の ２、

－ ③ で 「 公 開 す べ き 部 分 」 に 示 す と お り で あ る 。

エ 「 確 認 内 容 」 欄

「 確 認 内 容 」 欄 に は 、 主 と し て 捜 査 費 の 支 払 い 金 額 、 期 間 、 件 数 が 記 載 さ れ て お り 、 前 記

２ 、 ( )、 イ の と お り 、 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 に 定 め る 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 す る こ と か ら 、2
こ の 部 分 を 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当 で あ る 。

し か し 「 確 認 内 容 」 欄 の う ち １ １ 、 １ ２ は 空 欄 で 、 同 欄 の ２ ３ 、 ２ ４ は 具 体 的 な 捜 査 費、

の 支 払 い 内 容 が 記 載 さ れ て い な い 。 こ の 場 合 は 、 本 号 の 該 当 性 は 認 め ら れ な い こ と か ら 公 開

す べ き で あ る 。

し た が っ て 「 確 認 内 容 」 欄 の う ち 、 １ １ 、 １ ２ 、 ２ ３ 及 び ２ ４ の 欄 に 記 載 さ れ て い る 情、

報 は 公 開 す べ き で あ る が 、 そ の 他 の 部 分 を 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当 で あ る 。 実 施

、 「 」機 関 が 非 公 開 と し た 部 分 の う ち 新 た に 公 開 す べ き 部 分 は 別 表 の ２ － ④ で 公 開 す べ き 部 分

に 示 す と お り で あ る 。

オ 「 回 答 内 容 （ 骨 子 」 欄）

審 査 会 に お い て 本 件 非 公 開 部 分 を 見 分 し た と こ ろ 、 実 施 機 関 が 、 捜 査 費 に 関 す る 捜 査 員 等

の 回 答 で あ る こ と を 理 由 に 一 括 し て 公 共 の 安 全 等 情 報 あ る い は 事 務 事 業 情 報 に 該 当 す る と し

て 非 公 開 と し て い る こ と が 窺 わ れ る が 、 こ の 処 分 は 妥 当 性 に 欠 け 、 個 別 内 容 を 吟 味 し た 上 で

非 公 開 事 由 該 当 性 を 判 断 す べ き で あ る 。

① 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 該 当 性

「 回 答 内 容 （ 骨 子 」 欄 の う ち １ １ 及 び １ ２ に は 職 名 が 記 載 さ れ 特 定 の 捜 査 員 が 識 別 さ）

れ る こ と か ら 前 記 ２ 、 ( )、 ア の 理 由 に よ り 、 ま た 同 欄 の １ ３ 及 び ２ ４ に は 捜 査 費 の 個 別2
、 、 、 、執 行 に つ い て 回 答 し た 内 容 が 記 載 さ れ て い る こ と か ら 前 記 ２ ( ) ウ ① の 理 由 に よ り2

そ れ ぞ れ こ れ ら を 公 に し た 場 合 、 捜 査 活 動 に 支 障 を 及 ぼ す と 認 め ら れ 、 公 共 の 安 全 等 情 報

に 該 当 す る こ と か ら 、 こ の 部 分 を 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当 で あ る 。

一 方 、 す べ て の 欄 に お い て 、 捜 査 費 の 支 出 に 関 す る 一 般 的 な 手 順 や 適 正 な 捜 査 費 の 執 行

状 況 が 定 型 的 か つ 簡 易 な 内 容 で 記 載 さ れ て い る が 、 当 該 部 分 に つ い て は 、 前 記 ２ 、 ( )、2
ウ 、 ② の 理 由 に よ り 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 し な い こ と か ら 公 開 す べ き で あ る 。

② 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 該 当 性

ま ず 「 回 答 内 容 （ 骨 子 」 欄 の う ち １ １ 及 び １ ２ に は 職 名 が 記 載 さ れ 調 査 対 象 者 が 識、 ）

別 さ れ る た め 前 記 ２ 、 ( )、 ア の 理 由 に よ り 、 当 該 事 務 の 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ3



れ が あ る と 認 め ら れ る こ と か ら 、 こ の 部 分 を 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当 で あ る 。

次 に 、 前 記 ２ 、 ( )、 ウ 記 載 の と お り 、 回 答 と し て 記 載 さ れ て い る 内 容 を 個 々 具 体 的 に3
見 分 し て 、 公 に さ れ た 場 合 の 事 務 事 業 へ の 支 障 の 有 無 を 判 断 す る こ と と な る 。

審 査 会 に お い て 当 該 欄 の 記 載 内 容 を 見 分 し た と こ ろ 、 一 般 的 な 職 務 行 為 あ る い は 捜 査 費

の 抽 象 的 な 執 行 状 況 の 内 容 の み で あ り 、 発 言 者 固 有 の 行 為 や 意 見 、 心 情 、 評 価 等 は 一 切 記

載 さ れ て い な い 。 さ ら に 、 大 分 県 議 会 に お け る 警 察 本 部 長 の 答 弁 内 容 と も 差 異 が な い 上 、

ほ ぼ 全 員 の 回 答 内 容 に つ い て 定 型 的 か つ 簡 易 な も の で あ る こ と か ら 、 こ れ ら が 公 に な っ た

と し て も 支 障 を 及 ぼ す お そ れ は な い と 認 め ら れ る 。

し た が っ て 、 当 該 欄 の う ち １ １ 及 び １ ２ に 記 載 さ れ た 警 察 官 の 職 名 に 係 る 情 報 を 除 き 、

事 務 事 業 情 報 に は 該 当 し な い こ と か ら 公 開 す べ き で あ る 。

以 上 の こ と か ら 「 回 答 内 容 （ 骨 子 」 欄 の う ち 、 １ １ 及 び １ ２ に 記 載 さ れ た 警 察 官 の 職、 ）

名 に 係 る 情 報 並 び に １ ３ 及 び ２ ４ の 欄 に 記 載 さ れ た 捜 査 費 の 個 別 執 行 に 係 る 情 報 を 非 公 開 と

し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当 で あ る が 、 他 の 記 載 部 分 は 公 開 す べ き で あ る 。 実 施 機 関 が 非 公 開

と し た 部 分 の う ち 新 た に 公 開 す べ き 部 分 は 、 別 表 の ２ － ⑤ で 「 公 開 す べ き 部 分 」 に 示 す と お

り で あ る 。

( ) 「 確 認 状 況 記 録 」 に つ い て3
本 件 公 文 書 に お い て 、 実 施 機 関 が 非 公 開 と し た 部 分 は 、 別 表 の 「 非 公 開 と し た 部 分 」 の 示 す

と お り で あ る が 、 以 下 、 そ れ ぞ れ の 非 公 開 部 分 ご と に 検 討 す る 。

ア 「 確 認 場 所 」 欄 の 一 部

前 記 ( )、 ア 記 載 の 「 確 認 状 況 記 録 一 覧 表 」 の 「 場 所 」 欄 の 一 部 と 同 様 の 理 由 に よ り 「 確2 、

認 場 所 」 欄 に 記 載 さ れ て い る 情 報 を 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当 で あ る 。

イ 「 対 象 者 職 ・ 氏 名 」 欄

前 記 ( )、 イ 記 載 の 「 確 認 状 況 記 録 一 覧 表 」 の 「 被 確 認 者 」 欄 と 同 様 の 理 由 に よ り 「 対2 、

象 者 職 ・ 氏 名 」 欄 に 記 載 さ れ て い る 情 報 を 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当 で あ る 。

ウ 「 確 認 者 ・ 氏 名 」 欄

前 記 ( )、 ウ 記 載 の 「 確 認 状 況 記 録 一 覧 表 」 の 「 確 認 者 」 欄 と 同 様 の 理 由 に よ り 「 確 認2 、

者 ・ 氏 名 」 欄 に 記 載 さ れ て い る 情 報 は 公 開 す べ き で あ る 。

エ 「 確 認 状 況 」 欄 の 一 部

審 査 会 に お い て 本 件 非 公 開 部 分 を 見 分 し た と こ ろ 、 前 記 ( )オ 記 載 の 「 確 認 状 況 記 録 一 覧2
表 」 の 「 回 答 内 容 （ 骨 子 」 欄 と 同 様 に 、 実 施 機 関 が 、 捜 査 費 に 関 す る 捜 査 員 等 の 回 答 で あ）

る こ と を 理 由 に 一 括 し て 個 人 情 報 、 公 共 の 安 全 等 情 報 あ る い は 事 務 事 業 情 報 に 該 当 す る と し

て 非 公 開 と し て い る こ と が 窺 わ れ る が 、 こ の 処 分 は 妥 当 性 に 欠 け 、 個 別 内 容 を 吟 味 し た 上 で

。 、 、非 公 開 事 由 該 当 性 を 判 断 す べ き で あ る よ っ て 以 下 の と お り 確 認 状 況 の 記 載 内 容 を 分 別 し

そ れ ぞ れ の 部 分 に お け る 非 公 開 妥 当 性 に つ い て 検 討 す る 。

(ｱ) 氏 名 、 役 職 、 経 歴 等 の 記 載 部 分 （ 対 象 者 の 回 答 部 分 に お け る も の も 含 む ）

氏 名 、 役 職 、 経 歴 等 の 記 載 部 分 の う ち 、 退 職 者 の 氏 名 、 役 職 、 経 歴 等 の 記 載 部 分 及 び

警 部 補 以 下 の 警 察 職 員 の 氏 名 の 記 載 部 分 に つ い て は 、 前 記 ２ 、 ( )記 載 の と お り 、 条 例1
第 ７ 条 第 １ 号 に 定 め る 個 人 情 報 に 該 当 す る 。

ま た 、 氏 名 、 役 職 、 経 歴 等 の 記 載 部 分 の す べ て は 、 前 記 ２ 、 ( )、 ア 記 載 の と お り 、2
特 定 の 捜 査 員 が 識 別 さ れ 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 に 定 め る 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 す る 。

さ ら に 、 前 記 ２ 、 ( )、 ア の と お り 、 調 査 対 象 者 が 識 別 で き る 情 報 で あ る の で 、 条 例3
第 ７ 条 第 ５ 号 に 定 め る 事 務 事 業 情 報 に 該 当 す る 。

以 上 の こ と か ら 、 氏 名 、 役 職 、 経 歴 等 の 記 載 部 分 を 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥

当 で あ る 。

(ｲ) 対 象 者 の 「 警 備 第 一 課 」 在 任 に 関 す る 記 載 部 分

実 施 機 関 が 公 開 し た 「 調 査 実 施 要 領 」 に よ れ ば 、 本 件 調 査 の 対 象 所 属 が 「 警 察 本 部 警

備 部 警 備 第 一 課 」 で あ り 、 調 査 対 象 者 は 必 然 的 に 同 課 員 で あ る こ と が 判 断 さ れ 、 条 例 第

７ 条 第 １ 号 に 定 め る 個 人 情 報 及 び 同 第 ３ 号 に 定 め る 公 共 の 安 全 等 情 報 並 び に 同 第 ５ 号 に

定 め る 事 務 事 業 情 報 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と か ら 公 開 す べ き で あ る 。

(ｳ) 確 認 者 の 質 問 と こ れ に 付 随 す る 記 載 部 分



確 認 者 の 質 問 等 に 関 す る 記 載 部 分 に つ い て は 、 確 認 者 側 の 情 報 で あ る と 同 時 に 、 対 象

者 が ど の よ う な 質 問 を 受 け た か と い う 情 報 で も あ る が 、 そ の 記 載 は 捜 査 費 の 執 行 に 関 す

る 調 査 に お い て 当 然 想 定 さ れ る 質 問 等 で あ り 、 対 象 者 毎 に ほ ぼ 定 型 的 に 、 か つ 極 め て 簡

易 な 質 問 が な さ れ て お り 、 前 記 ２ 、 ( )、 イ 記 載 の と お り 、 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 に 定 め る3
事 務 事 業 情 報 に 該 当 し な い こ と か ら 公 開 す べ き で あ る 。

(ｴ) 捜 査 費 の 執 行 期 間 、 件 数 、 金 額 に 関 す る 記 載 部 分

、 、 、 、 、 、捜 査 費 の 執 行 期 間 件 数 金 額 に 関 す る 記 載 部 分 は 前 記 ２ ( ) イ 記 載 の と お り2
条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 に 定 め る 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 し 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥

当 で あ る 。

(ｵ) 対 象 者 の 回 答 に 関 す る 記 載 部 分

審 査 会 に お い て 対 象 者 の 回 答 に 関 す る 記 載 部 分 を 見 分 し た と こ ろ 、 前 記 ( )、 オ 記 載2
の 「 確 認 状 況 記 録 一 覧 表 」 の 「 回 答 内 容 （ 骨 子 」 欄 と 同 様 に 、 実 施 機 関 が 、 捜 査 費 に）

関 す る 捜 査 員 等 の 回 答 で あ る こ と を 理 由 に 一 括 し て 公 共 の 安 全 等 情 報 あ る い は 事 務 事 業

情 報 に 該 当 す る と し て 非 公 開 と し て い る こ と が 窺 わ れ る が 、 こ の 処 分 は 妥 当 性 に 欠 け 、

個 別 内 容 を 吟 味 し た 上 で 非 公 開 事 由 該 当 性 を 判 断 す べ き で あ る 。

① 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 該 当 性

「 確 認 状 況 記 録 」 の う ち 、 別 表 ３ － ⑬ 、 ３ － ○ 、 ３ － ○ に は 捜 査 費 の 個 別 執 行 に21 24

つ い て 回 答 し た 内 容 が 記 載 さ れ 、 前 記 ２ 、 ( )、 ウ 、 ① の 理 由 に よ り 、 そ れ ぞ れ 、 こ2
れ ら を 公 に し た 場 合 、 捜 査 活 動 に 支 障 を 及 ぼ す と 認 め ら れ 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 し

非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当 で あ る 。

一 方 「 確 認 状 況 記 録 」 の す べ て に お い て 、 捜 査 費 の 支 出 に 関 す る 一 般 的 な 手 順 や、

適 正 な 捜 査 費 の 執 行 状 況 が 定 型 的 か つ 簡 易 な 内 容 で 記 載 さ れ て い る が 、 当 該 部 分 に つ

い て は 、 前 記 ２ 、 ( )、 ウ 、 ② の 理 由 に よ り 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 し な い こ と か ら2
公 開 す べ き で あ る 。

② 条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 該 当 性

条 例 第 ７ 条 第 ５ 号 該 当 性 の 有 無 は 、 前 記 ２ 、 ( )、 ウ 記 載 の と お り 、 回 答 と し て 記3
載 さ れ て い る 内 容 を 個 々 具 体 的 に 見 分 し て 、 公 に さ れ た 場 合 の 事 務 事 業 へ の 支 障 の 有

無 を 判 断 す る こ と と な る 。

審 査 会 に お い て 「 確 認 状 況 記 録 」 に お け る 対 象 者 の 回 答 に 関 す る 記 載 内 容 を 見 分、

、 、し た と こ ろ 一 般 的 な 職 務 行 為 あ る い は 捜 査 費 の 抽 象 的 な 執 行 状 況 の 内 容 の み で あ り

発 言 者 固 有 の 行 為 や 意 見 、 心 情 、 評 価 等 は 一 切 記 載 さ れ て い な い 。 さ ら に 、 大 分 県 議

会 に お け る 警 察 本 部 長 の 答 弁 内 容 と も 差 異 が な い 上 、 ほ ぼ 全 員 の 回 答 内 容 に つ い て 定

型 的 か つ 簡 易 な も の で あ る こ と か ら 、 こ れ ら が 公 に な っ た と し て も 支 障 を 及 ぼ す お そ

れ は な い と 認 め ら れ る 。 し た が っ て 、 当 該 部 分 は 事 務 事 業 情 報 に 該 当 し な い こ と か ら

公 開 す べ き で あ る 。

、「 」 、 、以 上 の こ と か ら 確 認 状 況 記 録 の 対 象 者 の 回 答 に 関 す る 記 載 の う ち 別 表 ３ － ⑬

３ － ○ 、 ３ － ○ に 記 載 さ れ た 捜 査 費 の 個 別 執 行 に 係 る 情 報 を 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の21 24

判 断 は 妥 当 で あ る が 、 他 の 記 載 部 分 は 公 開 す べ き で あ る 。 実 施 機 関 が 非 公 開 と し た 部 分

の う ち 新 た に 公 開 す べ き 部 分 は 、 別 表 の ３ － ① か ら ３ － ○ ま で で 「 公 開 す べ き 部 分 」27

の 確 認 状 況 欄 と し て 示 す と お り で あ る 。

( ) 「 捜 査 員 別 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 」 に つ い て4
本 件 公 文 書 に は 、 捜 査 費 を 執 行 し た 捜 査 員 名 、 交 付 月 日 、 交 付 金 額 、 執 行 月 日 、 執 行 金 額 、

執 行 種 別 、 協 力 者 氏 名 等 、 個 々 具 体 的 な 個 別 執 行 に 関 す る 情 報 が 記 載 さ れ て お り 、 こ れ ら す べ

て の 記 載 内 容 は 捜 査 活 動 等 の 状 況 を 費 用 面 か ら 具 体 的 に 表 す も の で あ る 。

こ れ ら の 情 報 は 、 前 記 ２ 、 ( )、 ア 、 イ 、 ウ 記 載 の と お り 、 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 に 定 め る 公 共2
の 安 全 等 情 報 に 該 当 し 、 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当 で あ る 。

ま た 、 警 部 補 以 下 の 警 察 職 員 や 協 力 者 の 氏 名 は 、 前 記 ２ ( )記 載 の と お り 、 条 例 第 ７ 条 第 １1
号 に 定 め る 個 人 情 報 に も 該 当 す る 。

( ) 「 国 費 捜 査 費 執 行 状 況 」 に つ い て5
、 、 、 、 、 、、本 件 公 文 書 に は 捜 査 費 を 執 行 し た 捜 査 員 名 交 付 月 日 交 付 金 額 執 行 月 日 執 行 金 額

執 行 種 別 、 協 力 者 氏 名 、 協 力 者 住 所 、 現 金 交 付 、 接 触 費 、 交 通 費 、 交 付 場 所 等 が 記 載 さ れ て お

り 、 こ れ ら す べ て の 記 載 内 容 は 捜 査 活 動 等 の 状 況 を 費 用 面 か ら 具 体 的 に 表 す も の で あ る 。

こ れ ら に つ い て も 、 前 記 ( )と 同 様 に 条 例 第 ７ 条 第 ３ 号 に 定 め る 公 共 の 安 全 等 情 報 に 該 当 す4
る と と も に 、 警 部 補 以 下 の 警 察 職 員 や 協 力 者 の 氏 名 に つ い て は 、 条 例 第 ７ 条 第 １ 号 に 定 め る 個



人 情 報 に も 該 当 す る こ と か ら 、 非 公 開 と し た 実 施 機 関 の 判 断 は 妥 当 で あ る 。

４ 結 論

以 上 の 理 由 か ら 「 第 １ 審 査 会 の 結 論 」 の と お り 判 断 す る 。、

第 ６ 審 査 会 の 処 理 経 過

審 査 会 の 処 理 経 過 は 、 次 の と お り で あ る 。

年 月 日 処 理 内 容

平 成 １ ７ 年 ５ 月 ２ 第 ４ ５ 号 の 諮 問 （ 平 成 １ ７ 年 度 第 ２ 回 審 査 会 ）

５ 日

平 成 １ ７ 年 ６ 月 ２ 実 施 機 関 か ら 公 文 書 一 部 公 開 決 定 理 由 説 明 書 の 提 出

２ 日

平 成 １ ７ 年 ７ 月 ２ 審 査 請 求 人 か ら 意 見 書 の 提 出

７ 日

平 成 １ ７ 年 ８ 月 ２ 実 施 機 関 か ら 決 定 理 由 説 明 書 の 再 提 出

２ 日

平 成 １ ７ 年 １ １ 月 ２ 審 査 請 求 人 、 実 施 機 関 双 方 の 主 張 整 理 （ 平 成 １ ７ 年 度 第

８ 日 ９ 回 審 査 会 ）

平 成 １ ７ 年 １ ２ 月 ２ 審 査 請 求 人 、 実 施 機 関 双 方 の 意 見 陳 述 （ 平 成 １ ７ 年 度 第

１ 日 １ ０ 回 審 査 会 ）

平 成 １ ８ 年 ２ 月 ２ イ ン カ メ ラ 審 査 （ 平 成 １ ７ 年 度 第 １ ２ 回 審 査 会 ）

２ 日

平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ 事 案 審 議 （ 平 成 １ ７ 年 度 第 １ ３ 回 審 査 会 ）

２ 日

平 成 １ ８ 年 ４ 月 ２ 事 案 審 議 （ 平 成 １ ８ 年 度 第 １ 回 審 査 会 ）

６ 日

平 成 １ ８ 年 ５ 月 ３ 事 案 審 議 （ 平 成 １ ８ 年 度 第 ２ 回 審 査 会 ）

１ 日

平 成 １ ８ 年 ６ 月 ２ 答 申 案 検 討 （ 平 成 １ ８ 年 度 第 ３ 回 審 査 会 ）

８ 日

平 成 １ ８ 年 ７ 月 ２ 答 申 案 検 討 （ 平 成 １ ８ 年 度 第 ４ 回 審 査 会 ）

６ 日

平 成 １ ８ 年 ８ 月 ３ 答 申 の 決 定 （ 平 成 １ ８ 年 度 第 ５ 回 審 査 会 ）

０ 日
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別表

公文書名 非公開とした部分 公開すべき部分

１ 調査結果に関する報 ○ 「２調査対象(3)調査 ○ ２(3)イの６行目の１３字目から８行目

告書 対象者イ内訳」欄（捜 の最後の文字まで

査費執行の捜査員に関

する記載部分）

○ 「５調査結果」の文 ○ ５( )アの３行目、４行目及び６行目か1
中、調査対象者の回答 ら９行目まで

内容等の記載部分 ○ ５(1)イの３行目から９行目まで

○ ５( )ウの３行目から１０行目まで1
○ ５(2)の７行目の１９字目から８行目の

１３字目まで及び９行目の２９ から字目

１０行目の１７字目まで

２ 確認状況記録一覧表 ① 「場所」欄の一部 ―

② 「被確認者」欄 ―

③ 「確認者」欄 ○ すべて

④ 「確認内容」欄 ○ １１、１２、２３及び２４のすべて

⑤ 「回答内容（骨子 」 ○ １から６のすべて）

欄 ○ ７の１行目の最初の文字から７字目まで

及び同行の１０字目から２行目の最後の

文字まで

○ ８から１０のすべて

○ １１の１行目の５字目から４行目の最後

の文字まで

○ １２の１行目の７字目から２行目の最後

の文字まで及び３行目の５字目から４行

目の最後の文字まで

○ １３の１行目の最初の文字から１１字目

まで

○ １４から２３のすべて

○ ２４の１行目の最初の文字から２行目の

５字目まで及び４行目の２１字目から５

行目の最後の文字まで

○ ２５のすべて

○ ２６の１行目の最初の文字から４行目の

８字目まで及び同行の１１字目から５行

目の最後の文字まで

○ ２７のすべて

３ 確認状況記録 ○「確認場所」欄の一部 ○「確認者職・氏名｣欄のすべて

① ・確認日時「平成16年 ○「対象者職・氏名」欄 ○「確認状況｣欄の５行目、６行目及び７行

10月4日(月)13時25 ○「確認者職・氏名」欄 目の最初の文字から３字目まで

分～14時05分の間」 ○「確認状況」欄の一部

の記録

② ・確認日時「平成16年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

10月4日(月)16時00 ○ ｢確認状況｣欄の２行目の６字目から最後

分～16時50分の間」 の文字まで及び３行目の２０字目から４

の記録 行目の最後の文字まで

③ ・確認日時「平成16年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

10月5日(火)9時40分 ○ ｢確認状況｣欄の２行目の５字目から最後



～10時10分の間」の の文字まで及び３行目の２５字目から４

記録 行目の最後の文字まで

④ ・確認日時「平成16年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

10月5日(火)10時15 ○ ｢確認状況｣欄の４行目及び５行目

分～10時40分の間」

の記録

⑤ ・確認日時「平成16年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

10月6日(水)13時45 ○ ｢確認状況｣欄の５行目、６行目及び７行

分～14時30分の間」 目

の記録

⑥ ・確認日時「平成16年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

10月6日(水)17時45 ○ ｢確認状況｣欄の２行目の５字目から３行

分～18時15分の間」 目の最後の文字まで及び４行目の１５字

の記録 目から５行目の最後の文字まで

⑦ ・確認日時「平成16年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

10月15日(金)13時50 ○ ｢確認状況｣欄の４行目、５行目の最初の

分～14時20分の間」 文字から７字目まで及び同行の１０字目

の記録 から最後の文字まで

⑧ ・確認日時「平成16年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

10月15日(金)15時00 ○ ｢確認状況｣欄の４行目及び５行目

分～15時40分の間」

の記録

⑨ ・確認日時「平成16年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

10月18日(月)11時10 ○ ｢確認状況｣欄の４行目及び５行目

分～11時45分の間」

の記録

⑩ ・確認日時「平成16年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

10月18日(月)15時30 ○ ｢確認状況｣欄の４行目、５行目及び６行

分～15時55分の間」 目

の記録

⑪ ・確認日時「平成16年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

11月8日(月)13時55 ○ ｢確認状況｣欄の１行目の３７字目から２

分～14時30分の間」 行目の最後の文字まで及び３行目の１９

の記録 字目から５行目の最後の文字まで

⑫ ・確認日時「平成16年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

11月8日(月)15時00 ○ ｢確認状況｣欄の２行目の２０字目から最

分～15時40分の間」 後の文字まで、３行目の２７字目から４

の記録 行目の最後の文字まで及び５行目の１８

字目から６行目の最後の文字まで

⑬ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

1月17日(月)10時35 ○ ｢確認状況｣欄の３行目及び４行目

分～11時10分の間」

の記録

⑭ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

1月17日(月)11時12 ○ ｢確認状況｣欄の４行目及び５行目

分～11時37分の間」

の記録



⑮ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

1月17日(月)13時30 ○ ｢確認状況｣欄の４行目及び５行目

分～14時00分の間」

の記録

⑯ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

1月17日(月)16時30 ○ ｢確認状況｣欄の４行目及び５行目

分～17時00分の間」

の記録

⑰ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

1月18日(火)10時15 ○ ｢確認状況｣欄の４行目及び５行目

分～10時45分の間」

の記録

⑱ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

1月18日(火)10時47 ○ ｢確認状況｣欄の４行目及び５行目

分～11時25分の間」

の記録

⑲ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

1月18日(火)14時00 ○ ｢確認状況｣欄の４行目及び５行目

分～14時48分の間」

の記録

⑳ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて

1月19日(水)10時45 ○ ｢確認状況｣欄の４行目及び５行目

分～11時23分の間」

の記録

○ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて21

1月19日(水)13時15 ○ ｢確認状況｣欄の４行目、５行目及び６行

分～13時50分の間」 目

の記録

○ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて22

1月19日(水)15時05 ○ ｢確認状況｣欄の４行目及び５行目

分～15時48分の間」

の記録

○ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて23

1月19日(水)17時15 ○ ｢確認状況｣欄の２行目の１０字目から１

分～17時45分の間」 １行目の最後の文字まで

の記録

○ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて24

1月20日(木)16時00 ○ ｢確認状況｣欄の３行目の３１字目から４

分～16時35分の間」 行目の最後の文字まで、９行目の最初の

の記録 文字から２７文字目まで、１１行目の１

９字目から最後の文字まで、１２行目の

最初の文字から２６字目及び１４行目の

１２字目から最後の文字まで

○ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて25

1月21日(金)13時00 ○ ｢確認状況｣欄の４行目の最初の文字から

分～13時25分の間」 ５行目の３字目まで及び同行の１６字目

の記録 から７行目の最後の文字まで

○ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて26

1月21日(金)13時28 ○ ｢確認状況｣欄の３行目の１３字目から最



分～14時00分の間」 後の文字まで、６行目の最初の文字から

の記録 ９行目の１４字目まで、同行の２０字目

から１０行目の最後の文字まで、１１行

目の最初の文字から８字目まで及び同行

の１１字目から最後の文字まで

○ ・確認日時「平成17年 ○ ｢確認者職・氏名｣欄のすべて27

、 、 、1月25日(火)16時15 ○ ｢確認状況｣欄の４行目 ５行目 ６行目

分～16時40分の間」 ９行目、１０行目、１２行目の最初の文

の記録 字から１３行目の２１字目まで及び同行

の２７字目から１５行目の最後の文字ま

で


